
（平成２２年７月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 150 件

国民年金関係 27 件

厚生年金関係 123 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 101 件

国民年金関係 40 件

厚生年金関係 61 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
                                

  

東京国民年金 事案 7988 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年６月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年６月から 45年３月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続をし、病気で倒れるまで、私の国民

年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 10 か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、母親を介護するため会社を退職した昭和 48 年ごろ、母親

から保険料はすべて納付してあると言われたことを記憶しており、申立人の

国民年金手帳の記号番号は 43 年６月ごろに払い出され、当該払出後に資格取

得日の 42 年２月までさかのぼって保険料を納付していること、申立期間直後

の 45 年４月から同年６月までの保険料は納期限内に納付していること、申立

人の保険料を納付していたとする母親は、36 年４月に国民年金に任意加入し、

申立期間を含む 46 年３月までの保険料を完納していることなど、申立内容に

不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7989          

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年 10 月から 46年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 10月から 46年３月まで 

私は、昭和40年４月に結婚し、私達夫婦及び義父母の４人分の国民年金

保険料を自宅に来た区の集金人に納付していた。申立期間の夫及び義父母

の保険料が納付済みで、私の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 39 年 12 月に払い出されており、

申立人は、同年４月から厚生年金保険に加入する前の 62 年８月まで、申立期

間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

   また、申立人は、昭和 40 年４月に婚姻（届出は同年７月）した後、申立人

自身、同居していた夫及び義父母の４人分の保険料を自宅に来ていた集金人

に納付していたと説明しており、集金人による納付方法は当時居住していた

区の収納方法と合致し、夫は国民年金制度発足当初から厚生年金保険に加入

する前の 62 年８月までの保険料を、義父母は国民年金制度発足当初から 60

歳到達時までの保険料をすべて納付している。 

さらに、申立期間当時居住していた区の国民年金被保険者名簿には、申立

人が昭和 41年 12月に住所不明になった旨及び 46年７月に婚姻による氏名変

更届が行われた旨の記載があるが、住民票及び申立期間当時に出生した子供

４人の母子手帳から、申立人は 40 年４月に当該区の住民となり、引き続き居

住していたことが確認でき、住所不明となる事情は考えられず、集金人によ

る保険料の収納は、氏名変更手続がなされていなくても手帳記号番号により

可能であったことなど、申立内容に不自然さはみられない。 



 
                                

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7995 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年２月及び同年３月、37 年 10 月から 38 年３月までの期

間、39 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年２月及び同年３月 

             ② 昭和 37年 10月から 38年３月まで 

                          ③ 昭和 39年１月から同年３月まで 

私の夫は、婚姻直前に夫婦の国民年金の加入手続を行い、申立期間の夫

婦二人分の国民年金保険料は、夫か私が集金人に、又は市役所で納付して

きた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 36 年４月

以降、申立期間を除き 60 歳に至るまで、国民年金保険料をすべて納付してお

り、申立期間①、②及び③は、それぞれ２か月、６か月及び３か月と短期間

である。 

また、申立期間①については、直前の昭和36年４月から37年１月までの保

険料が厚生年金保険の加入期間４か月間を含めて納付されており、申立期間

②の前後は納付済みである上、申立期間③については、申立人が当時居住し

ていた市の国民年金被保険者名簿によると、申立人と一緒に保険料を納付し

ていたとする申立人の夫は当該期間の保険料を39年７月に過年度納付してい

ることが確認できるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7996 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成２年４月から３年２月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年５月から 49年 12月まで 

             ② 平成２年４月から３年２月まで 

私の夫は、昭和 45 年５月に会社を退職後、国民年金の加入手続を行い、

申立期間①の国民年金保険料は、妻の私が送付されてきた納付書で納付し

た。申立期間②については、夫の年金額を増やそうと、私が市役所で任意

加入手続を行い、夫が 65 歳になるまで保険料を納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、11 か月と短期間であり、申立人の妻は、申立人の

年金額を増やすために任意加入手続を行ったと説明しており、任意加入して

から当該期間直前の２年３月までの 48 か月の国民年金保険料をすべて納付し

ているなど、申立内容に不自然さはみられず、当該期間当時に保険料を納付

することが困難な状況にあったと確認される事情もみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の妻が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、加入手

続を行ったとする申立人に当時の加入手続について聴取することができない

ため加入手続の状況が不明であり、保険料を納付したとする妻が説明する納

付金額は、当時の保険料額と大きく相違しているなど、申立人の妻が当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。ま

た、当該期間当時に申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出されて



 
                                

  

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成２年４月から３年２月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7997（事案 1099の再申立て） 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年８月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年８月から 53年３月まで      

    私たち夫婦は、夫が昭和 52 年８月に会社を退職して１年くらい経ったこ

ろ、私の母の強い勧めがあったので、夫婦の国民年金の加入手続を行い、

後日送られてきた納付書で前年の国民年金保険料をさかのぼって納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。                  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、国民年金保険料を申立人と一緒に一括

納付したとする申立人の夫も申立期間の保険料が未納であり、申立人の国民

年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年 11 月時点では、申立期間の保

険料は過年度納付となり、市役所では納付できない上、申立人が申立期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い

など、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情が見当

たらず、また、申立人は、保険料の未納に伴う納付書や督促状が社会保険事

務所（当時）及び市役所から送付されてきた記憶が無いことから、市役所で

納付できる現年度の未納分の保険料を納付したものと考えるのが自然である

として、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年９月 18 日付け年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

      しかしながら、申立人は新たな主張として、申立期間当初の加入手続の時

期は昭和 53 年秋ごろであり、市役所で国民年金の加入手続を行った後、送

付された納付書により、夫の退職金 60 万円の中から夫婦二人分で約 10 万円

を、昭和 53 年度及び申立期間の保険料として金融機関で納付したとしてお

り、納付したとする金額は当該期間の保険料を納付した場合の金額とおおむ

ね一致しており、説明する納付方法は、当時の過年度保険料及び現年度保険

料の収納方法とも一致している。 

また、申立人は、昭和 53 年 11 月に手帳記号番号が払い出された際の年金



 
                                

  

手帳を所持しており、当該年金手帳には、申立期間直前の 52 年８月 21 日に、

申立人の夫の厚生年金保険の資格喪失に伴い強制加入被保険者となった旨の

記載がある上、手帳記号番号が払い出された時点で申立期間の保険料を過年

度納付することができたことなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことが認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7998（事案 1098の再申立て） 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年８月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年８月から 53年３月まで      

    私たち夫婦は、私が昭和 52 年８月に会社を退職して１年くらい経ったこ

ろ、妻の母から強い勧めがあったので、夫婦の国民年金の加入手続を行い、

後日送られてきた納付書で前年の国民年金保険料をさかのぼって納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。                  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、国民年金保険料を申立人と一緒に一括

納付したとする申立人の妻も申立期間の保険料が未納であり、申立人の国民

年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年 11 月時点では、申立期間の保

険料は過年度納付となり、市役所では納付できない上、申立人の妻が申立期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も

無いなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情が

見当たらず、また、申立人は、保険料の未納に伴う納付書や督促状が社会保

険事務所（当時）及び市役所から送付されてきた記憶が無いことから、市役

所で納付できる現年度の未納分の保険料を納付したものと考えるのが自然で

あるとして、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年９月 18 日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

      しかしながら、申立人の妻は、新たな主張として、国民年金の加入手続の

時期は昭和 53 年秋ごろであり、市役所で加入手続を行った後、送付された

納付書により、申立人の退職金 60 万円の中から夫婦二人分で約 10 万円を、

昭和 53 年度及び申立期間の保険料として金融機関で納付したとしており、

納付したとする金額は当該期間の保険料を納付した場合の金額とおおむね一

致しており、説明する納付方法は、当時の過年度保険料及び現年度保険料の

収納方法とも一致している。 

また、申立人は、昭和 53 年 11 月に手帳記号番号が払い出された際の年金



 
                                

  

手帳を所持しており、当該年金手帳には、申立期間直前の 52 年８月 21 日に、

厚生年金保険の資格喪失に伴い強制加入被保険者となった旨の記載がある上、

手帳記号番号が払い出された時点で申立期間の保険料を過年度納付すること

ができたことなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことが認

められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8005 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までのうちの８か月の国民年金保険

料については納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月までのうちの８か月 

私は、夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保

険料を納付してきた。申立期間の夫の保険料が納付済みなのに、私の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は８か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付しているほか、申立人が自身の保険料

と一緒に納付していたとする夫の申立期間の保険料は納付済みである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 37 年 10 月時

点で、申立期間の保険料を過年度納付することが可能であり、厚生省（当

時）の通達に基づき、38 年までは市区町村において過年度保険料の徴収を行

うことは可能であったほか、申立期間の前後を通じて申立人の住所及び申立

人の夫の仕事に変更は無く、申立人の生活状況に大きな変化は認められない

など、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8006 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年６月から同年 12月までの期間及び 47年４月から同年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年６月から同年 12月まで 

② 昭和 47年４月から同年６月まで 

    私の妻は、結婚後、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。私の

妻の保険料は納付済みであるのに、私の申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①は７か月、申立期間②は３か月とそれぞれ短期間であり、申立

人は、昭和45年６月の婚姻時から平成＊年に死亡するまでの期間の国民年金

保険料は申立期間を除きすべて納付している。 

また、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻は、昭

和45年６月に国民年金に加入して以後、申立人の申立期間を含め60歳までの

保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8007 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年１月から同年６月までの期間及び

62 年 10 月から 63 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年４月から 61年６月まで 

② 昭和 62年１月から同年６月まで 

③ 昭和 62年 10月から 63年３月まで 

私の母は、私の大学卒業時に市役所で私の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、申立期間がそれぞれ６か月と短期間であり、

当該期間前後の期間の国民年金保険料は納付されているなど、申立内容に不

自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、申立人が大学を卒業した時期に母親が国民年金に加入し、保険料の納

付を行っていたと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和

62 年９月ころに払い出されており、申立人の母親は、申立人の国民年金の加

入時期及び保険料をさかのぼって納付したことに関する記憶が曖昧
あいまい

であるな

ど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 62 年１月から同年６月までの期間及び 62 年 10 月から 63 年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8008                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月及び同年５月 

私は、昭和 63 年４月に再就職したが、再就職先の会社から社会保険の適

用手続が遅れるため、その間は国民年金と国民健康保険に加入するように

言われ、区出張所において私の国民年金の再加入手続と妻の種別変更手続

を一緒に行い、国民年金保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入

で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月間と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金

加入期間の国民年金保険料を納付している。 

また、申立人は、国民年金の再加入手続の経緯を具体的に説明しているほ

か、再加入手続後に送られてきた申立期間の保険料の納付書で昭和 63 年７月

又は８月に納付したとしており、申立人が国民年金の再加入手続をした際に、

一緒に第３号被保険者への種別変更手続を行ったとする申立人の妻は、63 年

７月 18 日に作成された納付書で申立期間の自身の保険料を納付していること

が確認できるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8012 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 10 月から２年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10月から２年５月まで 

    私は、平成２年の春に、夫の未納期間の国民年金保険料を納付しようと

区役所に行った。そのとき、私は国民年金に未加入であったが、今からさ

かのぼって納付すれば年金を受給できるようになると職員から勧められ、

その場で加入手続を行い、保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は８か月と短期間であり、申立期間の前後の国民年金保険料は納

付済みである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成３年 10 月に払い出されて

おり、申立人は、申立期間直前の平成元年９月分の保険料を３年 10 月 24 日

に過年度納付していることがオンライン記録で確認でき、当該払出時点及び

過年度納付時点のいずれにおいても、申立期間の保険料を過年度納付するこ

とが可能であったことなど、さかのぼって申立期間の保険料を納付したとす

る申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8013 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年４月から 52 年３月までの期間、56 年 10 月から同年 12

月までの期間及び 58 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年４月から 52年３月まで 

             ② 昭和 56年 10月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 58年１月から同年３月まで 

私は、昭和 50 年に、結婚することが決まったため国民年金保険料を納付

しなくてはいけないと思い、自身で同年２月ころに国民年金の加入手続を

した。保険料は、当時から妻が金融機関で納付してくれていた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年４月以降、申立期間を除き現在まで国民年金保険料

をすべて納付しており、申立期間はそれぞれ 12 か月、３か月及び３か月と

短期間である。 

また、申立人の保険料を納付していたとする妻は、申立期間①のうち、昭

和 51 年４月から同年９月までの保険料が納付済みである上、申立人は申立

期間②を含む昭和 57 年分の所得税の確定申告書の控え及び申立期間③を含

む 58 年分の所得税の確定申告書の控えを所持しており、それぞれの確定申

告書の控えの社会保険料控除欄に記載されている金額については、57 年分の

金額は当時の保険料額と一致し、58 年分の金額は当時の保険料額とおおむね

一致するなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8014 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年８月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認められることから、還付についての記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 54年８月から同年 12月まで 

私は、社会保険事務所（当時）から申立期間の国民年金保険料が「昭和

55 年９月８日に還付決議となっている」との回答を受けたが、当時は日本

に居住しておらず、保険料を還付してもらった記憶は無い。申立期間の保

険料が還付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収証書により、申立人は申立期間の国民年金保険料を

前納していることが確認できる。 

また、申立人が所持するパスポートにより、申立人は、昭和54年８月から

57年７月まで海外在住であったことが確認でき、申立期間は国民年金適用除

外となるため、申立期間の保険料の還付決議が55年９月８日に行われている

が、還付決議が行われた時点には申立人は日本国内に居住しておらず、57年

７月に帰国した際は別の住所地に居住したことを踏まえると、申立人は、保

険料の還付通知書及び還付請求書を受け取ることも、還付請求書を所轄社会

保険事務所に返送することもできなかったものと考えられる。 

さらに、還付金の支払いを記録した還付整理簿は保存されておらず、還付

金を支払ったことが確認できないなど、申立期間の保険料が還付されている

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を還付されていないものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8017   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 38年３月まで 

    私は、区の集金人に最初に国民年金保険料を納付した際、「この機会に

納められる期間の保険料をきちんと納めておいた方が得です。」と言われ、

申立期間の夫婦二人分の保険料を納付したはずである。申立期間が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直後の昭和 38 年４月以降 60 歳到達時まで国民年金保

険料をすべて納付しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出され

た 39 年３月時点では、申立期間の保険料を過年度納付することが可能である。 

また、申立人は、区の集金人に最初に保険料を納付した際、集金人から申

立期間の保険料を納付することが可能である旨の説明を受け、区役所で過年

度分保険料を納付するための手続を行い、その後区役所内にある金融機関で

夫婦二人分の保険料を納付したと具体的に説明しており、当時の過年度保険

料の納付方法と合致している上、納付したとする金額も申立期間の保険料額

におおむね一致するなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8018  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 38年３月まで 

    私の妻は、区の集金人に最初に国民年金保険料を納付した際、「この機

会に納められる期間の保険料をきちんと納めておいた方が得です。」と言

われ、申立期間の夫婦二人分の保険料を納付したはずである。申立期間が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直後の昭和 38 年４月以降厚生年金保険に加入する 46

年６月まで国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の国民年金手帳の

記号番号が払い出された 39 年３月時点では、申立期間の保険料を過年度納付

することが可能である。 

また、申立人の妻は、区の集金人に最初に保険料を納付した際、集金人か

ら申立期間の保険料を納付することが可能である旨の説明を受け、区役所で

過年度分保険料を納付するための手続を行い、その後区役所内にある金融機

関で夫婦二人分の保険料を納付したと具体的に説明しており、当時の過年度

保険料の納付方法と合致している上、納付したとする金額も申立期間の保険

料額におおむね一致するなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8019  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの期間及び 44年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

② 昭和 44年１月から同年３月まで 

申立期間①については、私の妻が夫婦二人分の国民年金保険料をさかの

ぼって２回納付して、領収書を受け取った記憶がある。申立期間②につい

ては、私の妻が夫婦二人分の保険料をさかのぼって金融機関で納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

昭和 38 年３月時点では、当該期間の保険料を過年度及び現年度納付すること

が可能である。また、申立人の保険料を納付していたとする妻は、38 年の加

入手続時及び 38 年の夏ごろの２回、自宅に来た集金人に夫婦二人分の保険料

をさかのぼって納付したと説明しており、当時市区町村において集金人によ

る過年度保険料の収納が行われていたこと、申立人の妻が納付したとする夫

婦二人分の金額は当該期間の保険料額とおおむね一致していることなど、申

立内容に不自然さはみられない。 

申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、当該期間の前

後の期間の保険料は納付済みである上、申立人が所持する国民年金手帳の昭

和 43 年度分の検認台紙は昭和 45 年６月に切り離されており、当該時点では、

当該期間の保険料の過年度納付が可能である。また、申立人の妻は、転居後

に当該期間の保険料を集金人に納付書を作成してもらい金融機関で納付した

と説明しており、当時の過年度保険料の納付方法と合致している上、申立人

の妻が納付したとする夫婦二人分の金額は当該期間の保険料額とおおむね一



 
                                

  

致していることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8020  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59月１月から同年３月まで 

    私は、結婚した昭和 48 年５月ごろに国民年金に加入し、国民年金保険料

を必ず納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、昭和 48 年７月に国民年金に

任意加入した後 60 歳到達時まで、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年

金保険料をおおむね納付しており、複数回にわたる厚生年金保険と国民年金

の切替手続及び資格種別変更手続を適正に行っている。 

また、申立人は保険料を年度当初に送付された納付書により銀行で納付し

ていたと具体的に説明しており、当時の納付方法と合致しているなど、申立

内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8024 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年 11 月から 38 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月から 38年３月まで 

             ② 昭和 45年 10月から 47年６月まで 

    私は、国民年金に任意加入し、集金人を通じて国民年金保険料を納付し

てきた。付加保険料は、制度開始時に集金人に勧められて納付してきたは

ずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、５か月と短期間であり、申立人は当該期間を除き

国民年金保険料をすべて納付しており、当該期間前後の期間の保険料は現年

度で納付されているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の付加保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、

申立人の居住していた区の保管する国民年金被保険者名簿には「所得比例保

険料を納付する者となる申出 昭和 47 年７月 19 日」と記載され、年度別納

付状況リストにも「付加申出年月 4707」と記載されており、当該期間は申立

人が昭和 47 年７月に付加保険料の納付の申出を行う前の期間であるなど、申

立人が当該期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37年 11月から 38年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8025 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年５月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月から同年７月まで 

    私は、20 歳から３か月間の国民年金保険料については、納付書が自宅に

届いたので、当時居住していた市の市役所で納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間の平成５年７月ごろに払い

出されており、当該払出時点で、申立期間の国民年金保険料は現年度納付が

可能であり、申立人は申立期間の納付書を受け取っていたものと考えられる

ほか、申立人が納付したとする保険料の金額は、申立期間の保険料額とおお

むね一致するなど、申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8026 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年４月から同年 10 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年７月から 52年 10月まで 

    私が昭和 52 年８月に就職し、３か月勤務した会社は厚生年金保険適用事

業所ではなく、自分で国民年金に加入するように会社から言われたため、

国民年金の加入手続を行い、送付された納付書で国民年金保険料を納付し

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 52 年４月から同年 10 月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号は、52 年８月に払い出されており、当該払出

時点で、当該期間の国民年金保険料を現年度納付することが可能な期間であ

り、申立人は、当該期間の納付書を受け取っていたものと考えられるなど、

申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、昭和 50 年７月から 52 年３月までの期間については、申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、上記手帳記号番号払出時点で、当該期間の保険料は

過年度保険料となるが、申立人は、上記の現年度保険料額に当該過年度保険

料額を加えた額に相当する金額を納付したことはないと説明しているなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8034 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年４月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等女 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 47年９月まで 

私は、区役所で夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国

民年金保険料を 60 歳まですべて納付していた。申立期間について夫は納付

済みで、私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月以降、申立期間を除き、60 歳に至るまでの国民

年金保険料をすべて納付しており、申立期間は 18 か月と比較的短期間であ

る。 

また、申立人は、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたと説明してお

り、申立人及びその夫が所持する国民年金手帳により、昭和 36 年４月から

45 年３月までの保険料を同一日に納付していることが確認できる上、夫は、

申立期間の保険料がすべて納付済みとなっている。 

さらに、夫は、申立期間のうち、昭和 47 年４月から同年９月までの保険

料を第２回特例納付により納付しているが、これは受給資格期間に関係なく

年金額を増やすために特例納付したものと推察され、夫はその後、年金を満

額受給するために必要な納付可能期間の保険料をすべて納付していることを

踏まえると、申立人についても同様に納付を行ったものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8040 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年１月から同年３月までの期間及び

56 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年８月から 50年９月まで 

             ② 昭和 53年１月から同年３月まで 

③ 昭和 56年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 48 年８月に国民年金に加入し、国民年金保険料を３か月ごと

に納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②及び③については、当該期間はいずれも３か月と短期間であり、

それぞれ前後の期間の国民年金保険料は納付済みである。また、申立人が説

明する保険料の納付場所及び納付方法は、申立人が当時居住していた市にお

ける保険料の収納方法と合致しているなど、申立内容に不自然さはみられな

い。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

当該期間の保険料を３か月ごとに納付していたと説明しているが、申立人が

当時居住した市の国民年金被保険者名簿から、申立人は、申立期間直後の昭

和50年10月から52年３月までの保険料を52年11月に過年度納付していること

が確認でき、当該過年度納付時点では当該期間は時効により保険料を納付す

ることができない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和53年１月から同年３月までの期間及び56年１月から同年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8041 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月から同年 12月まで 

    私は、妻が結婚前から国民年金に加入し、国民年金保険料を納付してい

たこともあり、結婚後に国民年金に加入して、妻と一緒に保険料を納付し

てきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き昭和 43 年４

月以降の国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間前後の期間の保険

料は納付済みであること、また、申立期間前後を通じて申立人及びその妻の

職業や住所に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことなど、

申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8042 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 10 月から同年 12 月までの期間及び 48 年７月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 10月から同年 12月まで 

② 昭和 48年７月から同年 12月まで 

    私は、20 歳から国民年金に加入して、国民年金保険料を納付していた。

結婚後は夫と一緒に保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月及び６か月といずれも短期間であり、申立人は、申立期

間を除き 20 歳以降の国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間それぞ

れの前後の期間の保険料は納付済みである。 

また、申立期間①については、当該期間の前後を通じて申立人及びその夫

の職業や住所に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないこと、申

立期間②については、夫婦は、当該期間の２か月後に他の区に転居している

が、保険料を一緒に納付していたとする夫は、当該期間の保険料が納付済み

であることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8043 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から 54年３月まで 

私は、障害年金に関する新聞記事を見て国民年金に加入し、国民年金保

険料をさかのぼって納付した。その後は、私か妻が保険料を納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き昭和 52 年７

月以降、62 年４月に共済組合に加入するまでの国民年金保険料をすべて納付

している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 54 年４月に払い出されてお

り、申立期間直前の 52 年７月から 53 年３月までの保険料は過年度納付され

ていること、当該払出時点で申立期間の保険料を現年度納付することが可能

であったことなど、申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8048              

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から 51年９月まで 

私の元妻は、元妻の母親から私の国民年金保険料に充てるようにと 16 万

円を受け取り、私の未納期間の保険料を納付してくれたはずである。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和51年４月から同年９月までの期間については、申立

人の国民年金の手帳記号番号は53年６月に払い出されており、その時点で過

年度納付が可能であり、直後の期間は過年度納付されている。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和43年３月から51年３月までの期間に

ついては、申立人の元妻が申立人の当該期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の元妻は、保険料の

納付時期に関する記憶が曖昧
あいまい

また、53年11月30日に二人分の過年度保険料約７万円が納付されているこ

とが申立人の元妻が所持する領収証書から確認できるが、申立人の元妻は納

付済み期間を含め過年度納付に関する記憶が

であり、元妻及び元妻の母親は10万円を申立人

の未納期間の保険料としたと説明しているものの、申立人は平成21年５月15

日作成の確認申立書には16万円と記載しているなど、納付額の記憶は定かで

ない。 

曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和51年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

であるなど、申立人の当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 8049 

  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 36年４月から 37年３月まで 

    私は、夫婦二人分の国民年金手帳を集金人から受け取り、集金人に国民年金

保険料を納付した記憶がある。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、国民年金加入期間は申立期

間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 36 年７月に妻と連番で払

い出されており、その時点で申立期間の保険料は現年度納付することが可能

であるほか、申立人は、納付した保険料は一人当たり 100 円ほどであったと

説明しており、その額は申立期間当時の保険料額と一致するなど、申立内容

に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10830～10879（別添一覧表参照）                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を＜申立期間＞（別添一覧表参照）は＜標準賞与

額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与

について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「賞与保険料一覧表」により、申立人は、申立期間に同

社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与保険料一覧表」におい

て確認できる保険料控除額から、＜申立期間＞（別添一覧表参照）は＜標準賞

与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

10830 男 昭和39年生 平成19年10月25日 ３万円

平成18年10月25日 20万円

平成19年10月25日 20万円

平成18年10月25日 18万円

平成19年10月25日 18万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 10万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 14万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 17万円

平成18年10月25日 13万円

平成19年10月25日 14万円

平成18年10月25日 ８万円

平成19年10月25日 ９万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 11万円

平成18年10月25日 ５万円

平成19年10月25日 10万円

平成18年10月25日 ５万円

平成19年10月25日 ６万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 12万円

平成18年10月25日 ７万円

平成19年10月25日 ８万円

10843 男 昭和45年生 平成19年10月25日 ３万円

10844 男 昭和60年生 平成19年10月25日 １万円

平成18年10月25日 20万円

平成19年10月25日 20万円

平成18年10月25日 18万円

平成19年10月25日 17万円

10836

10838

10839

10840

10846

10845

10842

10841

10833

10834

10835

10837

女

男 昭和27年生

男

女

男

昭和45年生男

昭和43年生

男 昭和43年生

10831 昭和27年生

昭和26年生

男

昭和43年生

昭和43年生

昭和34年生

10832

昭和48年生

昭和47年生

男

女

女

男

男

昭和49年生

昭和52年生

男 昭和47年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 15万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 15万円

平成18年10月25日 18万円

平成19年10月25日 18万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 11万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 11万円

平成18年10月25日 ８万円

平成19年10月25日 ９万円

10853 女 昭和48年生 平成18年10月25日 ８万円

平成18年10月25日 ７万円

平成19年10月25日 ８万円

平成18年10月25日 ３万円

平成19年10月25日 ５万円

平成18年10月25日 ３万円

平成19年10月25日 ５万円

平成18年10月25日 20万円

平成19年10月25日 22万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 15万円

平成18年10月25日 17万円

平成19年10月25日 17万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 11万円

平成18年10月25日 ８万円

平成19年10月25日 10万円

平成18年10月25日 ８万円

平成19年10月25日 10万円

10859

10858

10857

10862

10861

10860

10851

10850

10849

10847

10856

10855

10854

10852 男

10848

昭和46年生男

昭和30年生男

女

昭和44年生男

昭和43年生男

昭和29年生男

男

昭和56年生男

昭和39年生男

昭和28年生男

昭和56年生女

昭和57年生

昭和44年生男

昭和31年生男

男 昭和48年生

昭和50年生

昭和46年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成18年10月25日 ８万円

平成19年10月25日 10万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 15万円

平成18年10月25日 12万円

平成19年10月25日 12万円

平成18年10月25日 12万円

平成19年10月25日 13万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 16万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年10月25日 16万円

平成18年10月25日 13万円

平成19年10月25日 12万円

10870 男 昭和43年生 平成18年10月25日 15万円

平成18年10月25日 13万円

平成19年10月25日 13万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 10万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 10万円

10874 男 昭和53年生 平成18年10月25日 ５万円

平成18年10月25日 10万円

平成19年10月25日 12万円

平成18年10月25日 ２万円

平成19年10月25日 ５万円

平成18年10月25日 ２万円

平成19年10月25日 ５万円

平成18年10月25日 ２万円

平成19年10月25日 ５万円

平成18年10月25日 ２万円

平成19年10月25日 ５万円

10871

10869

10868

10867

10866

10879

10878

10877

10876

10875

10873

10872

10865

10864

10863

男

男

男

昭和49年生

男 昭和54年生

男 昭和52年生

男 昭和47年生

男 昭和51年生

男 昭和43年生

昭和46年生男

昭和30年生男

男

男

男

昭和43年生

昭和44年生

昭和33年生

昭和25年生男

男 昭和58年生

昭和46年生

昭和36年生



東京厚生年金 事案 10880                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年７月 24日から 37年５月１日まで 

             ② 昭和 38年５月 27日から 41年６月 26日まで 

平成 21 年８月４日に、年金記録を確認したところ、申立期間について脱

退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、脱退手当金の支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の最終事業所の事業所別被保険者名簿に記載されている女性被保

険者のうち、脱退手当金の支給記録がある者は申立人のみであり、事業主が申

立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険

者期間及び申立期間の間にある被保険者期間についてはその計算の基礎とさ

れておらず、未請求となっている上、未請求となっている被保険者期間の一部

は、申立期間①と同一事業所であり、申立人がこの期間を失念するとは考え難

い。 

さらに、申立人の脱退手当金は昭和41年８月29日に支給決定されているが、

その約１か月後に別の事業所に勤務し、厚生年金保険の被保険者となっており、

申立人が、その当時脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案 10887 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報

酬月額を 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年１月５日から同年 10月 21日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実

際の報酬額より低い。また、実際は 30万円程度であったと思うので、調査

して正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、平成

７年１月から同年９月までは 26 万円と記録されていたところ、同年 10 月 11

日付けで、20 万円にさかのぼって減額訂正され、申立人と同様にＡ社の取締

役３人を含む 23 人についても、同時期に標準報酬月額の減額訂正が確認でき

る。 

このことについて、Ａ社の当時の取締役及び経理担当者は、「当時、厚生年

金保険料の滞納があり、社会保険事務所から標準報酬月額の減額訂正処理を行

うことを提案され､それに同意したことを記憶している。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさ

かのぼって減額訂正する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た記録から 26 万円に訂正するこ

とが必要である。 

一方、申立人は、申立期間当時、給与は 30 万円程度であり、給与水準に見

合う標準報酬月額が記録されておらず低額であるので訂正してほしい旨主張

しているが、給与明細書等は無く、また、Ａ社の当時の取締役及び経理担当者

は、「減額訂正前の従業員の標準報酬月額に係る届出は、実際の支給給与額に



基づいた金額であった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除額については、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 38 年 12 月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 12 月 16 日から 39 年１月 16 日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に関連会社の異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が保管する申立人に係る退職証明書から判断

すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 38 年 12 月 16 日にＡ社の関

連会社であるＣ社Ｄ工場からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 10893～10904（別添一覧表参照）                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の平成

17年 12月 25日の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 25日 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与

について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「賞与支払表」により、申立人は、申立期間に同社から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与支払表」において確認

できる保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

10893 男 昭和11年生 25万円

10894 男 昭和17年生 48万円

10895 女 昭和18年生 40万円

10896 男 昭和16年生 50万円

10897 男 昭和19年生 39万円

10898 男 昭和39年生 50万円

10899 男 昭和18年生 39万円

10900 女 昭和28年生 42万円

10901 男 昭和19年生 33万円

10902 男 昭和48年生 30万円

10903 男 昭和57年生 22万円

10904 男 昭和39年生 ５万円



 

東京厚生年金 事案10906                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における資格喪失日に係る記録を平

成９年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 24万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、平成９年４月から同

年 12月までは 22万円、10年１月から同年９月までは 20万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年３月31日から同年４月１日まで 

② 平成９年４月１日から10年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が

無い。当該期間も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

また、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間②の標準報酬月額が、実

際に支給されていた給与に見合う標準報酬月額と相違しているので、正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の加入記録、Ａ社の事業主及び従業員

の証言により、申立人が当該期間に同社に勤務していたことが認められる。 

そして、申立人が提出した平成９年の源泉徴収票から、申立人は、当該

期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 



 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成

９年２月のオンライン記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の当該期間においてＡ社が適用事業所でありながら、社

会保険事務所（当時）に同社の適用の届出を行っていなかったと認められ

ることから（Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日は、

平成14年２月26日付けで９年３月31日から同年４月１日へと訂正されて

いる。）、社会保険事務所は、申立人に係る平成９年３月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。       

２ 申立期間②については、申立人が提出した平成９年及び10年の源泉徴収

票から、申立人は、当該期間において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の平成９年及び10年

の源泉徴収票の保険料控除額に見合う標準報酬月額から、９年４月から同

年12月までは22万円に、10年１月から同年９月までは20万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当時の事業主は死亡しているため確認することはできないが、当時Ｂ社で

役員であった事業主の息子は、当時の資料等は残っていないが、納付はし

たとしているものの、保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額とが長期間にわたり一致していないことから、事業主は、

保険料控除額に見合う標準報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 10914                              

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、平成 15年７月 30日のＡ社における標準賞与額の記録を 23万 5,000円

に、17 年 12 月９日のＢ社における標準賞与額の記録を 29 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 30日 

             ② 平成 17年 12月９日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①の標準

賞与額の記録及びＢ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申

立期間②の標準賞与額の記録が無い。賞与明細書を提出するので、標準

賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、賞与明細書、普通預金通帳の写し及びＡ社の平

成 15年総勘定元帳により、申立人は、申立期間①に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

  また、当該期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認でき

る保険料控除額から、23万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行について、事業主は、既に事業は行っておらず、確認

できる資料も無く不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し



 

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②については、賞与明細書及びＢ社の平成 17年賃金台帳により、

申立人は申立期間②に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、賞与明細書及び賃金台帳にお

いて確認できる保険料控除額から、29万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、賞与支払届を提出した控え等が保

存されていないため不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10915～10918（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録と

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の＜申立期間＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に係る記録を＜標準賞

与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名：  

    基礎年金番号：    別添一覧表参照 

    生 年 月 日：  

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標準賞

与額の記録が無いことが分かった。Ａ社は、年金事務所に事後訂正の届出

を行ったものの、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間は給

付に反映されないので、厚生年金が給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与一覧表により、申立人は、＜申立期間＞（別添一

覧表参照）にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、＜申立期間＞（別添一覧表参照）の標準賞与額については、賞与一

覧表における保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成

22年２月 15日に＜申立期間＞（別添一覧表参照）に係る健康保険厚生年金

保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社会保険事務所（当時）

は、申立人に係る＜申立期間＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づく保



 

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 



1 / 1

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成16年12月24日 373,000円

平成17年８月10日 423,000円

平成18年７月21日 473,000円

平成19年７月９日 473,000円

平成16年12月24日 266,000円

平成17年８月10日 266,000円

平成18年７月21日 266,000円

平成19年７月９日 446,000円

平成16年12月24日 329,000円

平成17年８月10日 379,000円

平成18年７月21日 432,000円

平成16年12月24日 366,000円

平成17年８月10日 416,000円

平成18年７月21日 471,000円

平成19年７月９日 476,000円

昭和47年生

10917 女

10918 男 昭和45年生

昭和49年生

10915 女 昭和38年生

10916 女



 
 

東京厚生年金 事案 10920                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、Ａ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日は昭和

38 年８月 11 日、資格喪失日は同年 11 月 21 日であると認められることから、

厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、２万 4,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 38年１月から 39年 10月まで 

       ② 昭和 39年 10月から 40年 10月まで 

    Ｃ社及びＤ社（現在は、Ｅ社）に勤務した期間の加入記録が無い。それぞ

れの会社に勤務していたことは確かなので、申立期間①及び②の期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録及び事業所検索システムによると、Ｃ

社は厚生年金保険の適用事業所になっていない。 

しかし、申立期間①当時に、Ｃという名称の化粧品を販売していたＡ社に係

る事業所別被保険者名簿には、申立人と生年月日が異なるものの、同姓同名の

被保険者記録が確認できるとともに、当該被保険者資格の取得日は昭和 38 年

８月 11 日、喪失日は同年 11 月 21 日と記録され、申立期間①において未統合

の記録が確認できる。 

   また、オンライン記録によると、申立人が記憶する上司においても、申立期

間①当時、Ａ社において厚生年金保険被保険者記録があることが確認できる上、

同社の元従業員は、「勤務期間は不明であるが、申立人がいたことを記憶して

いる。また、申立人と同じ部署に申立人が記憶する上司がいたことも覚えてい

る。」としている。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿における、

申立人と同姓同名の未統合の厚生年金保険被保険者記録は、申立人の厚生年金



 
 

保険被保険者記録であると認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、Ａ社における申立人と同姓同名

の厚生年金保険被保険者記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①のうち、昭和 38年１月から同年８月 10日までの期間及び

同年 11月 21日から 39年 10月までの期間については、Ｂ社が保管する厚生年

金保険被保険者台帳から、申立人の当該期間に係る厚生年金保険の加入状況を

確認することができない。 

   そこで、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人が入社したとす

る昭和 38 年１月前後に資格取得している従業員に照会したが、申立人の勤務

期間を特定することができず、また、申立人の記憶する上司に申立人について

照会したが、回答を得ることができなかった。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間②については、Ｅ社では、申立期間②当時の資料において申立人の

氏名を確認することができず、申立人の勤務実態について確認することができ

ないとしている。 

   そこで、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、

申立期間②当時に資格取得している従業員に照会したが、申立人を記憶してい

る者はおらず、申立人の勤務期間を特定することができなかった。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 10921                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 44 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２

万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間に本支

店間の異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ連合会の厚生年金基金加入記録、Ｂ社の回答及び同僚の供述から判断する

と、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 44 年６月１日に同社本社から同社

Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 44 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社が保管する申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書に

より、事業主は、資格喪失日を昭和 44 年５月１日として届け出たとしている

ことから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 10922                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 44 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３

万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間に本支

店間の異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の回答、同社から提出された従業員台帳、雇用保険の加入記録及びＢ企

業年金基金の加入記録から、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 44 年６月

１日に同社本社から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 44 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社が保管する申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書に

より、事業主は、資格喪失日を昭和 44 年５月１日として届け出たとしている

ことから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 10923                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 44 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２

万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間に本支

店間の異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の回答、同社から提出された従業員台帳、雇用保険の加入記録及びＢ企

業年金基金の加入記録から、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 44 年６月

１日に同社本社から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 44 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社が保管する申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書に

より、事業主は、資格喪失日を昭和 44 年５月１日として届け出たとしている

ことから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



 
 

東京厚生年金 事案 10926                                             

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 39 年４月１日に訂正し、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月１日から 40年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無

い。同社では正社員として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、申立人及び元従業員が提出した申立期間中に行われた社内

行事の集合写真並びに元同僚の供述により、申立人は、申立期間においてＡ社

に正社員として勤務していたと認められる。 

また、Ｂ社の現在の事業主は、「申立人は正社員であると考えられ、申立期

間当時、試用期間は無かったので、入社時から社会保険に加入しており、厚生

年金保険料が控除されていたはずである。」と回答している上、昭和 40 年か

ら 42 年ころまでの期間に社会保険を担当していた元従業員も、「同社では社

員は全員、社会保険と雇用保険にほぼ同時に加入させており、雇用保険の加入

者であれば厚生年金保険料も控除していたはずである。」と述べている。 

さらに、上述の事業主及び元従業員の供述を検証してみると、申立期間にお

いて厚生年金保険の被保険者記録のある元従業員 32 名のうち、同意の得られ

た元従業員６名の厚生年金保険の資格取得日は、雇用保険の資格取得日が月の

途中であるため翌月の１日となっている者が５名、雇用保険と同日となってい

る者が１名であったことから、雇用保険及び厚生年金保険の加入日はほぼ一致

している。 



 
 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについて、現在の事業主は、「申立期間当時の資料を保存していないため不

明である。」と回答している。しかし、申立人がＡ社における厚生年金保険の

被保険者資格を昭和 39 年４月１日に取得したとする届出やその後に事業主が

行うべき昭和 39 年の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届のすべての機

会において社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤るとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、事業主が昭和 40 年６月１日を申立人のＡ社

における厚生年金保険の被保険者資格取得日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る 39年４月から 40年５月までの保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 
 

東京厚生年金 事案 10927                              

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は平成４年６月１日であると認められる

ことから、申立人の同社における厚生年金保険の被保険者資格の喪失日に係る

記録を同年６月１日に訂正することが必要である。 

なお、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、22 万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年２月１日から同年６月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録並びにＡ社が提出した退職証明書及び社員記録により、申立

人が申立期間において同社に継続して勤務していたと認められる。 

また、オンライン記録によると、申立人は平成４年２月１日に厚生年金保険

の被保険者資格を喪失しており、申立期間のＡ社における被保険者記録が無い

ものの、企業年金連合会が保管する厚生年金基金加入員台帳により、申立人の

加入員資格喪失日は同年６月１日であると確認できる上、Ａ社の人事部担当者

は、「当時は５枚か７枚綴
つ づ

りの複写式届出用紙を使用して厚生年金基金と社会

保険事務所（当時）に届出を行っていた。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が平成４年６月１日にＡ社

において被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成４年

５月の厚生年金基金の記録から、22万円とすることが妥当である。 



 
 

東京厚生年金 事案 10931 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 35 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年４月１日から同年５月１日まで 

昭和 35 年４月１日にＡ社に入社し、２週間くらいの研修を受け、その後

同社Ｂ支店に配属となったが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

当時の辞令書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出された辞令書及びＡ社が提出した社員

カードの記録により、申立人が同社に昭和 35 年４月１日から勤務していたこ

とが認められる。 

また、上記社員カードにより、申立人は、昭和 35 年４月１日からＡ社人事

室事務員、同年４月 15 日から同社Ｂ支店に配属と記録されていることが確認

できるところ、同社から提出された同年４月１日入社の従業員名簿によると、

申立人と同様に、同社人事室に配属された従業員 76名のうち、63名が同年４

月 1 日に配属先の同社の各支店において厚生年金保険の被保険者資格を取得

していることが確認できる。 

さらに、申立人と同様に昭和 35 年４月１日にＡ社に入社した同僚は、同月

分の給与は同社本社から支払われていた旨供述している。 

加えて、Ａ社Ｂ支店に係る事業所別被保険者名簿から、申立人が入社した昭

和 35 年の前後である 34 年４月１日及び 36 年４月１日に資格取得している従

業員６名に照会したところ、３名から回答があり、いずれも「４月１日に入社

して研修を受け、当月の給与はＡ社本社から支払われ、保険料控除はされてい



 
 

た。」と供述している。 

このことについて、Ａ社の人事担当者は、「厚生年金保険料の控除について

は当月控除であることから、昭和 35 年４月分の給与がＡ社本社から支払われ

たとすると、同年４月分の控除は同社本社において控除していると思われる。」

と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 35 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 4,000 円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が誤って昭和 35 年５月１日を資格取得日として届け、同年４月の厚生年金

保険料を納付していないと認めていることから、事業主は、申立人に係る申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 
 

東京厚生年金 事案 10932 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額の記録を平成２年３月から同年８月までは 41 万円に、

同年９月から３年１月までは 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年３月１日から３年２月１日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給与報酬額と

相違していることが分かった。そのため、調査して申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

った日（平成３年２月 28 日）より後の平成３年４月８日付けで、申立人を含

む４名について標準報酬月額が減額訂正されており、申立人の場合、申立期間

の標準報酬月額は、当初、２年３月から同年８月までは 41 万円、同年９月か

ら３年１月までは 53万円と記録されていたものが、20万円にさかのぼって減

額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本では、申立人は申立期間に同社の取締役であっ

たことが確認できるが、同社の監査役及び複数の従業員は、「申立人は、営業

及び現場作業担当であり、社会保険の届出事務に関与していなかった。」と供

述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

また、Ａ社の当時の経理担当役員は、「当該訂正処理当時、厚生年金保険料

の未納があり、事業主が社会保険事務所から被保険者の標準報酬月額を引き下

げる提案を受け、全取締役の標準報酬月額を減額し保険料に充当した。」と回

答している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理をさ

かのぼって行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額



 
 

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成２年３月から同年８月まで

は 41万円、同年９月から３年１月までは 53万円に訂正することが必要である。 



 
 

東京厚生年金 事案 10933 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 34

年７月 25日、資格喪失日が 39年 10月１日とされ、当該期間のうち 34年７月

25日から同年８月１日までの期間及び 39年９月 25日から同年 10月１日まで

の期間は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎と

なる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格取得日を 34 年７

月 25 日、資格喪失日を 39 年 10 月１日とし、申立期間の標準報酬月額につい

ては、34 年７月は１万 8,000 円、39 年９月は３万 6,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年７月 25 日から同年８月１日まで 

                          ② 昭和 39年９月 25日から同年 10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いこ

とが分かり同社に相談した。同社は、年金事務所に訂正の届けを行ったが、

厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は給付に反映され

ない記録となっているので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立人の辞令簿から判断する

と、申立人が同社及びグループ会社のＢ社Ｃ事業所に継続して勤務し（昭和

34 年７月 25 日にＢ社Ｃ事業所からＡ社に、39 年 10 月１日にＡ社からＢ社Ｃ

事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記のＡ社に係る辞令簿の報酬



 
 

額から、申立期間①は１万 8,000円、申立期間②は３万 6,000円とすることが

妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、届出誤りを認めており、事業主が昭和 34 年８月１日を資格取

得日として、また、39年９月 25日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所（当時）は、申立人に係る 34年７月及び 39年９月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



 
 

東京厚生年金 事案 10934 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所に係る厚生年金保険の被保険者記録

は、資格取得日が昭和 55 年４月１日、資格喪失日が 59 年７月 25 日とされ、

当該期間のうち同年６月 25日から同年７月 25日までの期間は、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取

り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の同社Ｃ営業所における資格喪失日を同年７月 25 日とし、申立

期間の標準報酬月額を 16万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年６月 25日から同年７月 25日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いこ

とが分かり同社に相談した。同社は、年金事務所に訂正の届けを行ったが、

厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は給付に反映され

ない記録となっているので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＢ社の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続し

て勤務し（昭和 59 年７月 25 日に同社Ｃ営業所から同社本社に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ営業所における

昭和 59年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、16万円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、届出誤りを認めており、事業主が昭和 59年６月 25日を資格喪



 
 

失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



 
 

東京厚生年金 事案10936～10952（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、事後訂正の結果、＜保険料

控除額に見合う標準賞与額＞（別添一覧参照）とされているところ、当該額は

厚生年金保険法第75条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎と

なる標準賞与額はそれぞれ訂正前の＜社会保険事務所（当時）の記録上の標準

賞与額＞（別添一覧参照）とされているが、申立人は、申立期間について、そ

の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を＜保険料控除額に見合う標準賞与額＞（別添一覧参

照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

ねんきん定期便で確認したところ、Ａ社に勤務していた申立期間の標準賞

与額が、実際にもらった賞与の額と相違していた。これについては、事業主

は誤りに気付き、平成22年１月に訂正の届出を行っているが、厚生年金保険

の給付の額に反映されないとのことなので、給付されるように記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準賞与額は、当初、

＜社会保険事務所の記録上の標準賞与額＞（別添一覧参照）と記録されたが、

当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成22年１月に＜

保険料控除額に見合う標準賞与額＞（別添一覧参照）に訂正されたところ、厚

生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

は、当該訂正後の標準賞与額ではなく、当初記録されていた標準賞与額となっ

別添一覧参照 



 
 

ている。 

しかしながら、Ａ社から提出された賃金台帳から、申立人は、＜賞与支給日

＞（別添一覧参照）に同社から賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、＜申立期間＞（別添一覧表参照）に係る標準賞与額については、賃金

台帳において確認できる保険料控除額から、＜保険料控除額に見合う標準賞与

額＞（別添一覧参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っており、当該期間に係る厚生

年金保険料については、過少な納付であったことを認めていることから、これ

を履行していないと認められる。 

 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間
社会保険事務所の記
録上の標準賞与額

保険料控除額に見合う
標準賞与額

平成15年12月5日 668,000 1,014,000

平成16年12月6日 668,000 1,046,000

平成17年12月6日 613,000 1,269,000

平成15年12月5日 657,000 1,367,000

平成16年12月6日 672,000 1,350,000

平成17年12月6日 672,000 1,500,000

平成15年12月5日 623,000 1,027,000

平成16年12月6日 623,000 1,157,000

平成17年12月6日 615,000 1,198,000

平成15年12月5日 505,000 1,043,000

平成16年12月6日 605,000 1,200,000

平成17年12月6日 579,000 1,217,000

平成15年12月5日 682,000 1,500,000

平成16年12月6日 688,000 1,500,000

平成17年12月6日 688,000 1,500,000

平成16年12月6日 551,000 1,267,000

平成17年12月6日 531,000 1,284,000

平成15年12月5日 589,000 1,039,000

平成16年12月6日 589,000 1,159,000

平成17年12月6日 564,000 704,000

平成16年12月6日 552,000 1,061,000

平成17年12月6日 552,000 1,458,000

平成15年12月5日 633,000 1,016,000

平成16年12月6日 633,000 1,047,000

平成17年12月6日 580,000 669,000

平成15年12月5日 574,000 1,082,000

平成16年12月6日 579,000 1,258,000

平成17年12月6日 579,000 1,283,000

平成15年12月5日 632,000 1,115,000

平成16年12月6日 696,000 1,353,000

平成17年12月6日 639,000 1,500,000

平成15年12月5日 652,000 994,000

平成16年12月6日 652,000 1,046,000

10948 男 昭和23年生 平成17年12月6日 610,000 867,000

平成15年12月5日 520,000 1,232,000

平成16年12月6日 537,000 1,234,000

平成17年12月6日 537,000 1,500,000

10939

10940

10941

10949

10942

10943

10944

10945

10946

10947

昭和28年生

10936

10937

10938

男

男

昭和26年生

昭和33年生

男 昭和31年生

男

男 昭和35年生

男 昭和30年生

男 昭和37年生

男 昭和20年生

男 昭和20年生

男 昭和32年生

男 昭和25年生

男 昭和36年生

男 昭和35年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間
社会保険事務所の記
録上の標準賞与額

保険料控除額に見合う
標準賞与額

平成15年12月5日 560,000 1,295,000

平成16年12月6日 621,000 1,254,000

平成17年12月6日 621,000 1,500,000

平成15年12月5日 610,000 868,000

平成16年12月6日 610,000 910,000

平成17年12月6日 564,000 1,104,000

10952 男 昭和24年生 平成15年12月5日 537,000 978,000

10950

10951 男 昭和23年生

男 昭和30年生



東京厚生年金 事案10953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成９年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を19万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年８月30日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。平成９年９月１

日付けで関連会社であるＢ社に移籍したが、移籍後も勤務地と業務内容は変

わらず、現在まで継続勤務しているので、申立期間も厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、平成９年４月１日から同年５月31日ま

でＡ社に勤務し、同年６月１日から現在まで同社の関連会社であるＢ社に勤務

していることが確認できる。 

また、Ａ社の元事業主は申立期間において厚生年金保険料を控除していた旨

供述しており、申立人と同時に同社からＢ社に異動した同僚の給与明細書から

申立期間において保険料が控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間における厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

なお、異動日については、Ｂ社が平成９年９月１日付けで厚生年金保険の適

用事業所となっていることがオンライン記録で確認でき、Ａ社の元事業主は、

申立人の資格喪失日を誤ったとしていることから、同年９月１日とすることが

妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成９年

７月の社会保険事務所（当時）の記録から、19万円とすることが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は資格喪失日を誤って届け出たことを認めていることから、事業

主が資格喪失日を平成９年８月30日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付すべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 10956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 47 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８

万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月 26日から同年６月１日まで 

Ｃ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間については社名が変更になった話は聞いていたが、継続して勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社からの回答書及び社内報から判断すると、申立人が申立てに係るグルー

プ会社に継続して勤務し（Ａ社から子会社であるＣ社に異動）、申立期間に係

る保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ｂ社では、「異動先であるＣ社は、申立人の異動

日時点において厚生年金保険の適用となっておらず、昭和 47 年６月１日に同

社が適用事業所となるまでの期間についての申立人の厚生年金保険被保険者資

格は、Ａ社で継続させることが妥当であった。」と回答していることから、Ａ

社における資格喪失日を昭和 47年６月１日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における同年３月

の社会保険事務所（当時）の記録から、８万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほか確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して



行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 10964 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成３年４月から５年９月までの期間について、事業主

が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の標準報酬月額は、申立人の主

張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間に係る標準報

酬月額を３年４月から同年６月までは 26 万円、同年７月から５年９月までは

32万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から７年２月 25日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が給

与月額に見合う標準報酬月額より低いので、正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成３年４月から５年９月までの期間について、オン

ライン記録によると、Ａ社における申立人の標準報酬月額は、当初、３年

４月から同年６月までは 26 万円、同年７月から５年３月までは 32 万円と

記録されていたが、５年４月 23 日付けで３年７月１日の随時改定（32 万

円）、同年 10 月１日及び４年 10 月１日の定時決定（32 万円）が取り消さ

れ、３年４月にさかのぼって８万円に減額訂正され、５年 10 月１日の定時

決定まで継続していることが確認できる。 

また、平成５年４月 23 日付けで、Ａ社の事業主についても申立人と同様

に、標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されたことが確認できる。 

さらに、Ａ社の経理担当者は、「当社では社会保険料の滞納があり、社

会保険事務所から標準報酬月額をさかのぼって訂正することにより、未払

金を解消する手立てがあるとの助言をもらった。」と供述している。 

加えて、申立人は、Ａ社において、「タレントのマネジメント担当として

勤務した。」と供述しているところ、同社の商業登記簿謄本により、申立人

は同社の役員になっていないことが確認でき、また、同社の事業主及び複数

の従業員が、「申立人は社会保険事務に関与していなかった。」と供述して



いることから、申立人は当該減額訂正に関与していなかったと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、平成５年４月 23 日付けで行われた遡及
そ き ゅ う

訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該

遡及
そ き ゅ う

訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認めら

れない。このため、当該遡及
そ き ゅ う

訂正処理の結果として記録されている申立人

の３年４月から５年９月までの期間に係る標準報酬月額を、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た記録から、３年４月から同年６月までは 26 万円、

同年７月から５年９月までは 32万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間のうち、平成５年 10 月から７年１月までの期間について、申立

人の標準報酬月額は、当該遡及
そ き ゅ う

訂正処理を行った日以降の最初の定時決定

（平成５年 10 月１日）で８万円と記録されているところ、当該処理につい

ては遡及
そ き ゅ う

訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会

保険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

  一方、申立人から提出された平成５年 10 月から７年１月までの銀行の取

引明細証明書によると、５年 10 月から６年 12 月まで、オンライン記録より

も高い給与が振り込まれていることが確認できるが、Ａ社の事業主及び経理

担当者が、「申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与

からの控除については不明。」と供述しているため、５年 10 月から７年１

月までの期間について、これらの者から、申立人の主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は、当該期間の給与明細書等を所持していないため、申立人

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与からの控除について

確認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が平成５年 10 月から７年１月までの期間について、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10965 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち平成９年 12 月１日から 10 年 10 月１日までの期

間及び同年 12 月１日から 19 年 12 月１日までの期間について、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を９年 12

月から 10 年９月までは 19 万円、同年 12 月から 11 年 11 月までは 20 万円、

同年 12 月から 12 年 11 月までは 24 万円、同年 12 月から 14 年 11 月までは

26 万円、同年 12 月から 15 年３月までは 28 万円、同年４月から同年 11 月ま

では 34 万円、同年 12 月から 17 年８月までは 30 万円、同年９月から 19 年

11月までは 28万円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から 20年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給与の支

給総額に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間の一部期間の給与明

細書及び一部期間の源泉徴収票を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成 17 年６月から同年 11 月まで、19 年 12 月及び 20

年１月を除く期間について、申立人から提出された預金通帳の記録から、

申立人の給与振込額が、各月においてオンライン記録の標準報酬月額を上

回っていることが確認できる。 

また、上記預金通帳の給与振込額及び申立期間当時のＡ社に勤務してい

た複数の同僚から提出された給与明細書により、同社では申立期間のほぼ

すべての期間で毎年１月に昇給していること、及び１年間は継続して毎月

同額の厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 



一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 11 年 12 月から 13 年 12 月

までの期間及び 15 年 12 月から 19 年 11 月までの期間の標準報酬月額につ

いては、申立人から提出された給与明細書及び給与所得の源泉徴収票にお

いて確認できる厚生年金保険料控除額から判断すると、11 年 12 月から 12

年 11 月までは 24 万円、同年 12 月から 13 年 12 月までは 26 万円、15 年 12

月から 17 年８月までは 30 万円、同年９月から 19 年 11 月までは 28 万円と

することが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成９年 12 月から 10 年９月までの期間及び同

年 12 月から 11 年 11 月までの期間については、申立人は給与明細書及び給

与所得の源泉徴収票を保管していないが、上記の複数の同僚から提出され

た給与明細書ではほとんどの期間においてオンライン記録を上回った標準

報酬月額に見合う保険料が控除されていること、また、上記のとおり、Ａ

社では、毎年１月に昇給し、１年間、同額の厚生年金保険料が控除されて

いることが確認できることから、当該期間の標準報酬月額を９年 12 月から

10 年９月までは 19 万円、同年 12 月から 11 年 11 月までは 20 万円とするこ

とが妥当である。 

さらに、申立期間のうち平成 14 年１月から 15 年３月までの期間につい

ても、申立人は給与明細書及び給与所得の源泉徴収票を保管していないが、

上記のとおり、Ａ社では、毎年１月に昇給し、１年間、同額の厚生年金保

険料が控除されていることが確認できることから、14 年１月から同年 11 月

までの期間の標準報酬月額は 26万円とすることが妥当である。 

加えて、平成 14 年 12 月から 15 年３月までの期間の標準報酬月額につい

ても、申立人は給与明細書及び給与所得の源泉徴収票を保管していないが、

14 年 12 月の給与振込額と比較して 15 年１月の給与振込額が増加している

ことから、昇給があったと考えられ、Ａ社では、昇給と同時に、厚生年金

保険料が改訂されていることが確認できることから、当該期間の標準報酬

月額は、28万円とすることが妥当である。 

また、平成 15 年４月から同年 11 月までの期間についても、申立人は給

与明細書及び給与所得の源泉徴収票を保管していないが、上記同僚から提

出された給与明細書により、同額の保険料が控除されていたと考えられる

ところ、同年４月からの保険料率変更に伴い、当該期間の標準報酬月額を

34万円とすることが妥当である。 

なお、上記訂正後の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



いては、申立期間中に社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額が、

給与明細書及び源泉徴収票において確認できる標準報酬月額と長期間にわ

たり相違していることから、事業主は、給与明細書等において確認できる

厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

２ 一方、申立期間のうち、平成８年６月から同年 12 月までの期間について

は、オンライン記録の標準報酬月額と申立人から提出された給与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額が一致して

いること、９年１月から同年 11 月までの期間については、上記のとおり、

Ａ社では毎年１月に昇給し、１年間、毎月同額の厚生年金保険料が控除さ

れていることが確認できるところ、当該期間における申立人の上記給与振

込額は給与明細書のある同年１月分の給与振込額とほとんど変わっていな

いことから、申立人の厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額とオン

ライン記録は同額であると推認できるため、記録訂正は行わない。 

また、申立期間のうち、平成８年４月及び同年５月については、申立人

から提出された預金通帳の給与振込額が、上記給与明細書のある同年６月

から同年 12 月分の給与支払額と同額であることが確認できることから、厚

生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録が同額である

と推認できるため、記録の訂正は行わない。 

さらに、申立期間のうち、平成 10 年 10 月及び同年 11 月については、上

記同僚の給与明細書の厚生年金保険料控除額から、申立人の標準報酬月額

と当該期間のオンライン記録が同額であると推認できることから、記録の

訂正は行わない。 

なお、申立期間のうち、平成 19 年 12 月及び 20 年１月については、平成

21 年度の区民税・県民税賦課資料では、20 年中の社会保険料が控除されて

いないことが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たら

ないため、あっせんを行わない。 



東京厚生年金 事案 10966 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社研究所における資格喪失日に

係る記録を昭和 44 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 20日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

異動はあったが同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料支給明細書、雇用保険の加入記録及びＡ社から提

出された従業員カードから、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 44 年４月

１日に同社研究所から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給料支給明細書において確

認できる昭和 44 年３月の厚生年金保険料控除額から、３万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。  



東京厚生年金 事案 10967～10970（別紙一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人の申立期間に係る標準賞与額に係る記録を平成 19 年７

月 28 日は＜標準報酬月額＞（別添一覧表参照）、同年 12 月 29 日は＜標準報酬月

額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：  別紙一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月 28日 

② 平成 19年 12月 29日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記

録が無いことが分かった。同社は、既に年金事務所に賞与支払届を提出したが、

時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は給付に反映されない

ので、記録を訂正してほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支払内訳明細書により、申立人は、平成 19 年７月 28 日

及び同年 12 月 29 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与支払内訳明細書における

厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月 28 日は＜標準報酬月額＞（別添一覧表

参照）、同年 12 月 29 日は＜標準報酬月額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当

である。 

なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成19年７月28日 60万円

平成19年12月29日 70万円

平成19年７月28日 20万円

平成19年12月29日 40万円

平成19年７月28日 20万円

平成19年12月29日 70万円

平成19年７月28日 40万円

平成19年12月29日 60万円

10967 男 昭和42年生

10968 男 昭和49年生

10969 男 昭和24年生

10970 男 昭和47年生



 

東京厚生年金 事案 10973 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社Ｂ支店における申立人の被保険者記録のう

ち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 49 年４月 1 日）及び資格取得日（昭和

49年６月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 16万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月１日から同年６月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。同支店には申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録では、Ａ社Ｂ支店において、昭和 38年４月１日

に被保険者資格を取得し、49 年４月１日に被保険者資格を喪失後、同年６月

１日に被保険者資格を再度取得しており、申立期間に係る被保険者記録が無い。 

しかし、雇用保険の加入記録及びＡ社の勤務経歴に係る台帳により、申立

人が申立期間においてＡ社Ｂ支店に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社は、「申立人に係る勤務経歴の台帳によれば、申立期間において、

作業現場を異動していないことから、業務内容や勤務形態に変更は無かったと

思われる。厚生年金保険の被保険者期間が欠落している理由は不明であるが、

申立期間も厚生年金保険料は継続して控除していたと思われる。」と回答して

いる。 

さらに、申立人から提出された昭和 49年分の源泉徴収票に記載された社会

保険料の金額から当時の保険料率を基に厚生年金保険料額を検証したところ、

申立人の申立期間前後の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料額とほぼ

一致することから、申立人は、申立期間において厚生年金保険料を控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における



 

昭和 49年３月及び同年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、16万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る事業主による納付義務の履行については、事業主から

申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないにもかか

わらず、社会保険事務所がこれらを記録することは考え難いことから、当該社

会保険事務所の記録どおりの資格の喪失届及び取得届が事業主から提出され、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 49 年４月及び同年５月の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10974 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間①の同社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を昭和 39 年 10 月 11 日

に、申立期間②の同社Ｃ支店の資格取得日に係る記録を 43 年１月１日に訂正

し、申立期間①の標準報酬月額を２万円、申立期間②の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月 11日から 40年３月１日まで 

             ② 昭和 43年１月１日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間①及び②に異動はあったが同社に継続して勤務していたの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社の人事経歴台帳から

判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 39 年 10 月 11 日にＡ社

Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。   

  また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店にお

ける昭和 40 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とするこ

とが妥当である。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録及びＡ社の人事経歴台帳から

判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 43 年１月１日にＡ社Ｂ

支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店にお

ける昭和 43 年５月の社会保険事務所の記録から、３万 6,000 円とすること

が妥当である。 



 

３ なお、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は保険料を納付したか否かは不明とし

ており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①及び②に係る申立てどおりの被保険者資格の取得日に

係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認

できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ事務所における資格喪失日に係る記録を平成 13

年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年９月 30日から同年 10月１日まで 

Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間の給与支払明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所の回答及び申立人から提出された給与支払明細書に

より、申立人が申立期間にＡ事務所に勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、22

万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ事務所は平成 13年９月 30日に厚生年金保険

の任意適用事業所でなくなっており、申立期間においては厚生年金保険の適用事業

所としての記録が無い。 

しかし、オンライン記録から、Ａ事務所には、申立期間において従業員が２名勤

務していたことが認められる上、任意適用事業所の脱退には被保険者の４分の３以

上の同意が必要であるところ、申立人は同事務所から適用事業所の廃止に対し説明

も無かった旨供述していることから、同事務所は申立期間についても厚生年金保険

法に定める任意適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立人の

申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出

を行っていなかったと認められることから、事業主は、申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10980 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成９年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間の給与明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細書及び平成９年分給与所得の源泉徴収票により、申立人がＡ社に平

成９年４月１日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる

保険料控除額から、12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、オンライン記録におけるＡ社の資格取得日が雇用保険の記録における資

格取得日と同日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤

って同じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、事業主が平成９年５月

１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年４月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案10985 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和22年６月13日から同年10月１日までの期間

における厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店の資格喪失日に係る記

録を同年10月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を600円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和23年11月30日から同年12月１日まで

の期間における厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社本店営業部の資格取得日に係る記録を同

年11月30日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を8,100円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 大正７年生    

住    所 ：      

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和22年６月13日から同年10月１日まで 

         ② 昭和23年11月30日から同年12月１日まで 

申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間①及び②に

ついては、Ａ社からＤ社に出向していたので、厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社から提出された申立人の「職歴証明書」等か

ら判断すると、申立人は、昭和22年６月13日にＡ社Ｃ支店からＤ社に出向

し継続して勤務していたことが認められる。 

  しかしながら、Ｄ社に係る適用事業所名簿から、同社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは昭和22年10月１日であることが確認でき、申立期



 

間①においては適用事業所でない。 

一方、Ｂ社は、｢出向者の給与は出向元であるＡ社が支払っており、申立

期間①については、同社が厚生年金保険に加入させ、保険料を申立人から控

除した。｣と回答していることから、申立人は、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、上記Ｂ社の回答から、申立人のＡ社Ｃ支店にお

ける資格喪失日を昭和22年10月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和22年５月の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の記録から、

600円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、当時の資料は保存していないものの、保険料を納付し

たと主張しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、行ったとは認められない。 

２  申立期間②について、雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人

の「職歴証明書」等から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭

和23年11月30日にＤ社からＡ社本店営業部に異動）、申立期間②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店営業部に

おける昭和23年12月の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の記録

から、8,100円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、当時の資料は保存していないものの、保険料を納付し

たと主張しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10986    

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ａ社Ｃ支店）における資格取得日は昭和 48

年４月１日、資格喪失日は 50 年４月１日であると認められることから、厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48年４月から同年 12月ま

では６万円、49年１月から同年７月までは６万 8,000円、同年８月から 50年

３月までは 11万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月１日から 50年４月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に入社した際の申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同

社Ｃ支店が保管する資料では昭和 48年４月１日に資格を取得とされている

ので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社が保管する「人事個人票」及び「社会保険被保険

者台帳」並びに国民健康保険組合の加入記録により、申立人が同社に申立期間

を含め継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社Ｃ支店が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認及び標準報酬決定通知書では、社会保険事務所（当時）の受付印が押されて

おり、申立人の同社Ｂ支店における資格取得日は、昭和 48 年４月１日と記録

されていることが確認できる。 

さらに、申立人から提出された厚生年金保険被保険者証及び厚生年金保険手

帳記号番号払出簿では、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は、昭和 48

年４月１日と記録されている。 

しかしながら、Ａ社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者原票において、申立

人の記録は見当たらず、当該整理番号が欠落していることから、社会保険事務

所における記録管理が適切でなかったことがうかがえる。 

加えて、上記「人事個人票」において、申立人は、昭和 50 年４月１日にＡ

社Ｂ支店から同社本社に異動していることが確認できるところ、同社本社に係

る事業所別被保険者名簿により、同社Ｂ支店で取得した厚生年金保険手帳記号



 

番号と同じ記号番号で被保険者資格を取得していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 48 年４月１日に被

保険者資格を取得し、50 年４月１日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事

務所に対し行っていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、健康保険厚生年金保険被保険者

資格取得確認及び標準報酬決定通知書から、昭和 48年４月から同年 12月まで

は６万円に、「社会保険被保険者台帳」から、49年１月から同年７月までは６

万 8,000円に、同年８月から 50年３月までは 11万円とすることが妥当である。 

 



 

東京厚生年金 事案 10987    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 48年 10 月 27日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

７万 2,000円とすることが必要である。  

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月 27日から同年 11月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間については、関連会社間の異動はあったが、継続して勤務していた

ので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。      

 

第３ 委員会の判断の理由 

健康保険組合の加入記録及びＢ社から提出された「社員プロフィール」から

判断すると、申立人は、Ｃ社及び関連会社のＡ社に継続して勤務し（昭和 48

年 10 月 27 日にＣ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。       

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 48

年 11 月の厚生年金保険被保険者原票の記録から、７万 2,000 円とすることが

妥当である。       

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10988 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額の記録を 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年１月 21日から同年７月 21日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に受

けていた給与に見合う標準報酬月額と相違しているので、申立期間の標準

報酬月額の記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社に係る申立期間の標準報酬月額は、

当初、44 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった平成３年 10月 31日より後の４年 12月 17日付けで、申立人を含む

４人の標準報酬月額が減額訂正処理されており、申立人の場合、３年１月 21

日にさかのぼって 15万円に減額訂正処理が行われていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさ

かのぼって減額訂正処理する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 44 万円に訂正することが

必要である。 



 

東京厚生年金 事案 10989 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社における

資格取得日に係る記録を昭和 43年３月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を２万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月 16 日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間については、同社本社から同社Ｃ支社への異動はあったが、厚生年

金保険料を控除されていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された人事記録並びに「発令情報」か

ら判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 43年３月 16日にＡ社

本社から同社Ｃ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社における昭

和 43 年４月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、２万 8,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って

提出し、厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10990   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録

を昭和 30年３月 23日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和９年生    

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月 23日から同年６月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間も同社に継続勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

                                          

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社から提出された申立人の「仮採用通知書」及び「退職通知書」から判断

すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 30年３月 23日にＡ社本社か

ら同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 30 年６月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 8,000 円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10998                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月１日から 40年 10月１日まで 

② 昭和 41年３月 21日から 43年 12月 21日まで 

申立期間当時は脱退手当金の制度を知らなかったので請求するはずはな

く、受給した記憶も無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿に記載されている女性

被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 43 年

12 月 21 日の前後２年以内に資格喪失した者 13 名の脱退手当金の支給記録を

確認したところ、脱退手当金の支給記録がある者は３名であることを踏まえる

と、申立人を除く２名は、資格喪失日から１年以上後に支給決定されているこ

とから、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①及び②の間に

勤務した事業所の被保険者期間（昭和 40年 10月１日から 41年３月 15日まで）

については、その計算の基礎とされておらず未請求となっているが、これを申

立人が失念するとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間と申立期間

である２回の被保険者期間は、同一番号で管理されているにもかかわらず、支

給決定されていない期間が存在することは事務処理上不自然である。 

加えて、申立人は脱退手当金が支給決定されたことになっている時期には、

既に国民年金に加入し国民年金保険料を納付しており、申立人が当時脱退手当

金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10999 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日に係る記録を昭和 37 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 12 月 31 日から 37 年１月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には昭和26年４月１日から36年12月31日まで継続して勤務しており、

申立期間の厚生年金保険料の控除が確認できる給与明細書を提出するので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与明細書及びＡ社の複数の元従業員の供述から、

申立人は、同社に昭和 36年 12 月 31日まで継続して勤務し、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 36

年 12 月の給与明細書の保険料控除額から、３万 6,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は申立期間に係る保険料を納付したと主張しているが、

事業主が資格喪失日を昭和 37 年１月１日と届け出たにもかかわらず、社会保

険事務所（当時）がこれを 36年 12 月 31日と誤って記録することは考え難い

ことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



 

東京厚生年金 事案 11004 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成３年 12月 16 日から４年 10月１日までの期

間に係る標準報酬月額について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た

標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったことが認められるこ

とから、当該期間に係る標準報酬月額を 41万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成４年 10 月１日から５年９月１日までの期間に

係る標準報酬月額について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 44 万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 12 月 16 日から５年９月１日まで 

   Ａ社に勤務した申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が実際に

給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違しているので、

同期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成３年 12月 16日の被保険者資格取得時において、申立人

が主張する 41 万円と記録されていたところ、４年３月３日付けで、資格取

得時にさかのぼって９万 8,000円に引き下げられ、同標準報酬月額は５年８

月まで継続していることが確認できる。 

  また、Ａ社の事業主及び複数の同僚についても、平成４年３月３日付けで、

標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

さらに、当該訂正処理により標準報酬月額が 38 万円から９万 8,000 円に



 

減額されている同僚から提出された平成３年分所得税の確定申告書の社会

保険料控除額は、３年 10月から同年 12月までの期間においては、訂正後の

標準報酬月額（９万 8,000円）に相当する厚生年金保険料よりも高額の保険

料が控除されていることが確認できるとともに、また、当該同僚から併せて

提出された４年９月から同年 12 月までの給与振込預金通帳の写しによると、

同期間の給与振込額は、訂正前の標準報酬月額（38 万円）に相当する給与

額から当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除した額とほぼ近い

金額であることが確認できる。 

加えて、Ａ社から提出された平成３年５月１日から４年４月 30 日までの

決算報告書から、当時同社は赤字になっていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成４年３月３日付けで行われた標準報酬

月額の遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行

った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由はなく、有効な記録訂正があったとは

認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申

立人の３年 12 月から４年９月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た 41 万円に訂正することが必要と認められる。 

なお、当該遡及
そきゅう

訂正処理を行った以降の最初の定時決定（平成４年 10 月

１日）において、申立人の標準報酬月額が９万 8,000円と記録されていると

ころ、当該処理については、上記の遡及
そきゅう

訂正処理と直接的な関係がうかがわ

れる事情は見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えな

い。 

２ 申立期間のうち、平成４年 10 月から５年８月までの期間に係る標準報酬

月額について、申立人から提出された平成５年分に係る所得税の確定申告書

及び給与所得の源泉徴収票によると、同年の厚生年金保険料の控除額は、同

年９月１日の随時改定後の標準報酬月額（44万円）に相当する保険料が控除

されているものと認められるとともに、標準報酬月額が 38 万円から９万

8,000 円に減額されている同僚から提出された４年９月から同年 11 月まで

の給与振込額預金通帳の写しによって確認できる同期間の給与振込額は、訂

正前の資格取得時の標準報酬月額（38万円）に相当する給与から当該標準報

酬月額に基づく社会保険料額等を除いた金額とほぼ近い金額であることが

確認できる。 

  また、Ａ社は、昇給は通常５月１日付けで行っているとしていることを踏

まえると、平成５年１月から標準報酬月額（44 万円）に相当する保険料の控

除を始めたとは考え難く、定時決定の時期である前年 10 月からその標準報

酬月額（44万円）に相当する保険料を控除されていたと認めることが相当で

ある。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間において、その主張す

る標準報酬月額（44万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から



 

控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、当該厚生年金保険料額を納付したか否かについ

ては不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 11009 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年

金保険被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 36 年 10 月 20

日）及び資格取得日（38 年６月１日）を取り消し、申立人の標準報酬月額を

36 年 10 月から 37 年９月までは１万 2,000 円、同年 10 月から同年 12 月まで

は１万 4,000 円、38 年１月から同年５月までは２万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月 20日から 38年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者の記録は、Ａ社において昭和 35 年８月５日

に資格を取得し､36年 10月 20日に資格を喪失後､38年６月１日に同社におい

て再度資格を取得しており、36年 10月 20日から 38年６月１日までの申立期

間の被保険者記録が無い。 

しかし、複数の同僚及び従業員の供述並びに申立人が提出した社員旅行の写

真から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務していたことが認

められる。 

また、上記同僚及び従業員は、申立期間における申立人の業務内容や雇用形

態は、当該期間の前後の期間と変更は無かった旨供述している。 

なお、Ｂ社に、申立人の申立期間における勤務状況や保険料控除、同社にお

ける厚生年金保険の取扱状況等について照会したが、回答が無く、確認するこ

とができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて



 

いたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の申立人、同僚等

の社会保険事務所（当時）の記録から、昭和 36年 10月から 37 年９月までは

１万 2,000 円、同年 10 月から同年 12 月までは１万 4,000 円、38 年１月から

同年５月までは２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出

されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難

いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届

出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 36 年 10

月から 38 年５月までの厚生年金保険料の納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき厚生年金保険

料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 11010 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 58年３月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年３月 21日から同年４月 21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、昭和 58 年３月 21 日に入社して勤務を開始し、給料明細により

厚生年金保険料が控除されていることが確認できるので、申立期間について

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料明細で、昭和 58年４月分の給与額が同年３月 21

日から１か月満額支給されていることが確認できる上、当該給料明細について、

Ａ社の当時の代表者は、申立人は、同社の給与の締め日の翌日から翌月の締め

日まで勤務していたと考えられることから、58年３月 21日から勤務を開始し

たと考えられ、申立人が提出した給料明細は、確かに同社で発行されたもので

あると思う旨の供述から判断すると、申立人は、同社に 58年３月 21日から継

続して勤務していることが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人の同社における厚

生年金保険の資格取得日が昭和 58年４月 21日と記録され、被保険者期間は同

年４月及び同年５月の２か月間とされている。 

これに対して、申立人は、Ａ社に勤務していた申立期間に係る給料明細で、

昭和 58 年４月から同年６月までの期間に支給された給与から、３か月分の厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る上記被保険者名簿から申立期間当時同社に勤務していた従

業員に照会し、７人から回答を得たが、そのうち申立人と同じ事務所に勤務し

ていた４人の従業員が、申立人が提出した給料明細は、同社で発行されたもの



 

である旨供述しており、そのうちの一人は、給料明細で確認できる筆跡は、申

立期間当時経理全般を担当していた同社の代表者のものに間違いない旨供述

している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が提出した昭和 58 年４

月分の給料明細から、15万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 11011 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

昭和 60年８月及び同年９月は 41万円、同年 10月から 62年９月までは 47万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 60年８月 1日から 62年 10月 31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が実際

の給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額となって

いないので、申立期間の標準報酬月額を正しい標準報酬月額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった

日（昭和 62年 11月 23日）の後の 63年２月５日付けで、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額は、当初 60年８月及び同年９月は 41万円、同年 10月から

62年９月までは 47万円と記録されていたものが、60年８月から 62年９月ま

での標準報酬月額が６万 8,000 円にさかのぼって減額訂正されていることが

確認できる。 

また、商業登記簿謄本により、申立期間当時、申立人はＡ社の取締役であっ

たことが確認できるものの、代表取締役専務及び複数の同僚の供述から、申立

人は営業担当の取締役であり、社会保険事務を行う権限を有していなかったこ

とがうかがえる。 

さらに、オンライン記録から、申立人は、標準報酬月額の減額訂正が行われ

た昭和 63 年２月５日には、別の事業所で厚生年金保険の被保険者となってい

ることが確認できることから、申立人は標準報酬月額の訂正処理には関与して

いなかったと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理をさ

かのぼって行う合理的な理由は見当たらず、申立期間における厚生年金保険の

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期



 

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、昭和 60

年８月及び同年９月は 41万円、同年 10月から 62年９月までは 47万円に訂正

することが必要であると認められる。 

 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7990               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年 10 月から 54 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月から 54年１月まで 

私の母は、私が 20 歳になったころ、国民年金の加入手続をし、結婚す

るまでの国民年金保険料を納付していてくれたはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付していたとする

母親は、申立人の年金手帳、保険料の納付額及び納付方法等についての記憶

が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、婚姻（昭和 54 年２月）後に年金手帳を母親から受け取

ったと説明しているが、申立人の国民年金の手帳記号番号は、申立期間後約

10 年経過し、申立人が第３号被保険者となった後の 63 年３月に払い出され

ており、申立期間当時は未加入期間であるため保険料を納付することができ

ない期間であること、当時申立人と同居していたとする長姉、次姉、弟は申

立期間について国民年金に未加入又は保険料未納となっていることなど、申

立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

さらに、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7991 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年４月から平成２年９月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から平成２年９月まで 

私は、結婚後に夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国

民年金保険料については、夫の分は口座振替で、私の分はかつて厚生年金

保険加入期間も納付したことがあったので、納付書で金融機関に納付して

いた。申立期間の夫の保険料がおおむね納付済みとなっているのに、私の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が納付したとする金額は、申立期

間当時の保険料額と大きく相違している。 

また、オンライン記録により、申立人の昭和58年４月１日の資格取得及び

平成２年10月１日の資格喪失の記録は、６年８月に、国民年金の被保険者期

間として追加されたものであり、申立期間当時は未加入期間であり、制度上

保険料を納付できない期間であることなど、申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7992 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年 12 月から６年５月までの期間、10 年２月から同年４月

までの期間、15 年 12 月及び 16 年１月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年 12月から６年５月まで 

② 平成 10年２月から同年４月まで 

③ 平成 15年 12月及び 16年１月 

申立期間①及び②の国民年金保険料については、それぞれの期間の直後

に勤務していた会社が納付してくれたはずである。申立期間③の保険料に

ついては、母が納付してくれたはずである。申立期間のいずれも未加入と

され、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間①及び②直後にそれぞれ勤務していた会社及び申立人の

母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納

付に関与しておらず、当時の状況が不明である。 

申立期間①については、申立人が当該期間直後に勤務していた会社から、

当時の保険料の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明であるが、勤務先の会社が社員の未納の国民年金保険料を給与から天引き

することは通常考えられず、当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人が当該期間直後に勤務していた会社では、

社員の国民年金保険料を給与から天引きする事務手続は行っていないとして

いる上、当該会社から資料提供を受けた申立人の平成 10 年から 12 年までの

給与所得の源泉徴収票には国民年金保険料の控除に関する記載は認められな

い。また、オンライン記録により、申立人が当該期間直前に厚生年金保険の



 
                                

  

被保険者資格を喪失した後、申立人に対して国民年金の加入勧奨が行われた

ものの、加入手続がされていないことが確認できるなど、当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、当該期間の保険料を納付していたとする申立人の

母親は、当該期間の保険料の納付状況、納付金額等に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

り、オンライン記録により、申立期間②と同様、申立人が当該期間直前に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した後、申立人に対して再度国民年金の加

入勧奨が行われたものの、加入手続がされていないことが確認できるなど、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7993               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年１月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 56年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を金融機関からの口座振替により納

付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、金融機関からの口座振替で保

険料を納付したと説明しているが、申立人が当時居住していた区では、昭和

46 年４月に納付書制度が実施されるまで印紙検認による納付方法を採って

おり、口座振替による保険料納付が可能となったのは 47 年４月からであり、

申立人は、印紙検認により保険料を納付した記憶が曖昧
あいまい

であること、納付し

たとする保険料額は、当時の保険料額と大きく相違すること、申立人が体調

を崩したため、50 年ごろから数年間申立人の世話をしていたとする姉は、

申立人から国民年金の加入及び保険料の納付に関することを聞いたことはな

いとしていることなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が所持している年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和

56 年９月に払い出されており、申立期間当時に申立人に手帳記号番号が払

い出された記録は無く、申立人は、申立期間当時の国民年金手帳を所持して

いた記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 
                                

  

東京国民年金 事案 7994              

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

         

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月及び同年 11月 

私の申立期間の国民年金保険料は、私が 20 歳になったときに、祖母が加

入手続をして納付してくれていたと聞いた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の祖母が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付していたとする祖

母から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

である。 

また、申立人は、祖母から国民年金手帳を受け取った記憶は無く、申立人

の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後約４年経過した第３号被保険者と

なった時期に払い出されており、申立期間は未加入期間であり、保険料を納

付することができない期間であること、申立期間当時、申立人と同居してい

た申立人の父母は、申立期間の保険料が未納となっており、弟妹の手帳記号

番号は、20 歳後２、３年経過した時期に払い出されており、20 歳後数年間は、

弟は国民年金未加入及び保険料未納、妹は保険料未納となっていることなど、

申立人の祖母が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 7999（事案 2428の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年８月から 47年３月までの期間及び 49年４月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年８月から 47年３月まで  

             ② 昭和 49年４月から同年９月まで   

    私が 20 歳のころに、母が私の国民年金の加入手続を行い、申立期間①の

国民年金保険料を納めてくれていた。結婚した際には、未納期間が少しあ

ったので、夫がさかのぼってその未納の部分を特例納付してくれた。また、

申立期間②の保険料は、前後が納付済みとなっていることから、この部分

だけ未納であるはずがない。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち昭和 42 年８月から 43 年 11 月までの期間及び 44 年７月

から 47 年３月までの期間に係る申立については、申立人の夫が当該期間の国

民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、申立人の保険料を納付したとする夫は、保険料の納付時期、納付場

所等に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、納付したと主張する金額は、申立期間の

保険料を第２回特例納付で納付した場合の金額と相違するなど、申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、

既に当委員会の決定に基づく平成 21 年１月８日付け年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

今回の申立てでは、申立期間①については、昭和 43 年 12 月から 44 年６月

までの期間が追加され、申立人は、20 歳のころに申立人の母親が申立人の国

民年金の加入手続を行い、保険料を納めてくれており、一部未納であった保

険料は、結婚後に夫がさかのぼって特例納付してくれたと主張しているが、



 

 

  

申立人の国民年金の加入手続を行い、当該期間の保険料を納付したとする母

親から、当時の納付状況等を聴取することができず、特例納付したとする夫

は、納付場所、納付時期及び納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

であるため、当時

の状況が不明である上、母親も、国民年金手帳の記号番号が 50 年６月に払い

出されるまで国民年金に未加入であったことなど、母親及び夫が申立人の当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、今回、新たに追加申立てされた申立期間②については、申立人又は

その夫が保険料をすべて納付したはずであると主張しているが、戸籍の附票

によると、申立人は 49 年５月の婚姻に伴い転居しているものの、国民年金手

帳記号番号払出簿、転入先の区の転入者台帳整理カード及び索引簿によれば、

申立人は、49 年に不在者扱いとなった後、51 年 12 月頃に国民年金に係る住

所変更届を行っていることが確認できる。このため、不在者扱いされていた

期間には、申立人に対して納付書は発行されていなかったと考えられ、国民

年金に係る住所変更届が行われた時点では、既に第２回特例納付が終了して

いたため、特例納付することができなかったことなど、申立人又は夫が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これらのことから、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年５月から６年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月から６年３月まで 

    私は、申立期間当時は学生だったため、母から「祖母が国民年金保険料

を銀行や郵便局で納付してくれていた。」と聞いたことがある。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の祖母が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする祖母から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である上、

申立人の母親は、祖母が申立人の保険料を納付していたことはなく、そのよ

うに申立人に言ったこともないと説明するなど、祖母が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間当時に国民年金の年金手帳を所持していた記憶

が無いと説明するなど、申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8001 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年４月から 15 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年４月から 15年３月まで 

    私は、申立期間当時に区役所から送付された書類に必要事項を記載して

返送し、国民年金保険料の免除申請を行った。申立期間の保険料が免除と

されていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、申立人は、平成 12 年１月に厚生年金保険の資格を喪失しており、申

立期間の保険料の免除申請を行うためには、当該期間に係る国民年金の種別

変更手続を行う必要があるものの、当該手続に関する記憶及び国民年金保険

料免除申請承認通知書を受け取った記憶は無いと説明している。 

また、オンライン記録においても、申立人が平成 12 年１月に厚生年金保険

の資格を喪失したことに伴い、国民年金の加入勧奨が行われたものの、当該

手続が行われなかったため、13 年８月 23 日及び 16 年８月 24 日に未適用者

一覧表が作成されていることが確認でき、当該期間は未加入期間であるため、

制度上、保険料の免除を申請することができない期間であるなど、申立期間

の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8002 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 61年３月まで 

私は、昭和 57 年５月の婚姻後に国民年金に加入して、夫婦二人分の国

民年金保険料を納付してきた。夫が 58 年７月に厚生年金保険に加入した

後は、私の保険料一人分を納付していた。申立期間が国民年金に未加入で、

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付金額、

納付時期、納付頻度等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の所

持する年金手帳には、被保険者でなくなった日として、申立期間当初の昭和

58 年７月１日が記載されており、申立期間が未加入期間であったことが確認

でき、制度上、申立期間は保険料を納付することができない期間であるなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8003 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年６月から 50 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年６月から 50年６月まで 

私は、昭和 41 年６月に会社を退職した後国民年金に加入し、申立期間

の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、昭和 41 年６月ごろに国民年金

に加入したと説明するものの、加入手続の状況、交付を受けた国民年金手帳、

申立期間に係る保険料の納付時期、納付金額、納付頻度及び納付方法等の納

付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間当時に申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8004 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年３月から 45 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 45年１月まで 

    昭和 38 年３月ころ、住み込みで働いていた会社の社長が、私の国民年金

の加入手続を行い、退職する 45 年１月まで私の国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時に勤務していた会社の社長が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手

続を行い保険料を納付していたとする社長から当時の納付状況等を聴取する

ことができないため、当時の具体的な状況が不明であるなど、勤務先の社長

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

また、申立人は申立期間当時に国民年金手帳を所持していた記憶が無く、

申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8009      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年４月から 56年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 56年 11月まで 

    私は、国民年金の加入手続の記憶は定かでないが、申立期間の国民年金

保険料は納付書により金融機関で納付していた。申立期間が国民年金に未

加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納

付額、納付頻度等の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、申立期間当初に自身の年金手帳を受け取った記憶が無く、

申立人が現在所持している手帳以外の記憶は無いと説明しているほか、申立

人の国民年金手帳の記号番号は昭和 60 年 12 月に払い出されており、申立人

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ないなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8010                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年１月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 41年３月まで 

私の父は、私が大学生のときに、将来のためにと国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料の納付を行って

いたとする父親から当時の加入手続等の状況を聴取することができないため、

当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立人が大学生のときに父親が国民年金に加入し、保険

料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

申立期間後の昭和 41 年 11 月に払い出されており、申立人は父親から保険料

をさかのぼって納付したことがあると聞いたことがないと説明しているほか、

申立人の手帳記号番号と連番で払い出されている申立人の弟も加入当初の期

間の保険料が未納となっているなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8011                              

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年２月から 51年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年２月から 51年 12月まで 

私は、婚姻後の昭和 41 年２月に、妻に勧められて国民年金に加入した。

私の妻は、加入前の私の国民年金保険料として約５万円を２、３回に分け

て納付し、加入後の保険料は妻の分と一緒に納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及びその妻は昭和 41 年２月に、

「それまで国民年金に加入していなかった人も保険料を納付できる時期」と

して、申立人が国民年金の加入手続を行い、妻が保険料を納付したと説明し

ているが、45 年７月以降に３度実施された特例納付の実施期間とは相違して

いるほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は 54 年２月ごろに払い出され、

当該払い出し時点で実施されていた第３回特例納付により申立期間前の 36 年

４月から 41 年１月までの保険料を納付していることが確認できるなど、国民

年金の加入手続の時期に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、妻が加入前の保険料として約５万円を２、３回に分けて

納付したと説明しているが、納付額は、昭和 41 年２月時点で 36 年４月から

41 年１月までの保険料を当時の保険料額で納付した場合の納付額、上記手帳

記号番号が払い出された 54 年２月時点で、申立期間の保険料を第３回特例納

付により納付した場合の納付額とも相違しているなど、申立人の妻が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8015 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

私は、婚姻するまで、国民年金保険料をすべて納めてきた。婚姻後も義

母に勧められ国民年金に任意加入し、保険料を納付してきた。申立期間が

国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の付理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の所持する年金手帳により、申立

人は昭和57年10月21日に任意加入して国民年金の被保険者資格を取得した後、

申立期間当初の58年４月26日に資格を喪失したことが確認できる上、任意加

入適用期間である申立期間は、資格喪失したことにより未加入期間となり、

制度上、保険料を納付することができない期間であり、申立人に任意加入を

勧めたとする申立人の義母も当該期間は国民年金に未加入であるなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8016 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年８月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月から同年 10月まで 

    私は、20 歳になって少し経ったころ、父から国民年金に加入するように

言われたため、すぐに区役所の出張所で加入手続を行い、国民年金保険料

をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金に加入した際、さかの

ぼって納付した金額に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の父親は、申立人が

当該加入当時に２年間さかのぼって保険料を納付したことを記憶しているが、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成５年 11 月以降に払い出されている

ことが確認でき、当該払出し時点から過年度納付することが可能である申立

期間直後の平成３年 11 月以降の保険料をさかのぼって納付したものと推察さ

れるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8021    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年９月から４年１月までの期間及び４年11月から８年２月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年９月から４年１月まで 

             ② 平成４年11月から８年２月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれていた。平成７年７月に両親と別居した後は私が保険料を納付した。

申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び申立期間②のうち平成４年11月から７年６月までの期間に

ついては、申立人の父親が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料納付に関与しておらず、加入手続及び保険料納付をしてくれ

たとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、３年４月に

払い出され、同年５月25日に免除申請を行ったことが確認でき、その後申立

人は３年７月及び８月、４年２月から同年10月までの２回にわたって厚生年

金保険適用事業所に就職していることから、当該期間の保険料を納付するた

めには、退職後に国民年金の再加入手続を行う必要があるが、申立人には父

親から再加入手続を行ったことを聞いた記憶は無く、当該期間は未加入期間

とされており、保険料を納付することができないなど、申立人の父親が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②のうち申立人が両親と別居した平成７年７月から８年２月まで

の期間については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は再加入の手続、



 

 

  

住所変更手続、納付方法及び納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、当該期

間は未加入期間とされており、保険料を納付できないなど、申立人が当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8022（事案 1526の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 12 月から 40 年３月までの期間、47 年４月から 48 年３

月までの期間及び平成８年１月から９年１月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 12月から 40年３月まで 

② 昭和 47年４月から 48年３月まで 

③ 平成８年１月から９年１月まで 

私の申立期間①の国民年金保険料については、私の父が納付してくれて

いた。申立期間②及び③については、私が区役所で保険料を納付したはず

であり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 前回申立後、20 歳直前の時期に、父から、私の保険料を納めておくと言

われたことを思い出したので、改めて審議をしていただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   本件申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①につい

ては、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与していない

ため、保険料の納付状況に関する記憶が不明確であること、また、申立人と

連番で国民年金手帳の記号番号が払い出されている申立人の母親も当該期間

の保険料は未納であること、申立期間②及び③については、納付額などの納

付状況に関する申立人の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間②については、申立

人の前妻も未納であることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に

基づく平成 20 年 10 月 22 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人から新たな関連資料、参考情報等の提出は

無く、申立人は、昭和 39 年＊月の 20 歳になる直前、父親から、私の保険料



 

 

  

を納めておくと言われたと説明しているが、その内容は申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせるものではなく、その他に委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申立期間の

国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8023   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年１月から 51年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭 41年１月から 51年 12月まで 

    私の夫は、私の国民年金の加入手続を行い、未納期間の保険料を特例納

付によりすべて納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は第

３回特例納付実施期間中の昭和 54 年 10 月に払い出されているが、申立人の

未納期間の保険料をすべて特例納付したとする夫は、特例納付した金額の記

憶が無い。 

また、申立期間直前の昭和 39 年６月から 40 年 12 月までの期間は、平成

16 年２月に申立人の厚生年金保険の記録が追加されたことにより未納から厚

生年金保険被保険者期間に訂正された期間であるが、当該期間の保険料が還

付された記録は無いこと、特例納付を行ったとする上記手帳記号番号払出時

点では、申立人の 20 歳時の 39 年＊月から 51 年 12 月までは未納期間であっ

たが、夫は特例納付により保険料を納付した期間についての記憶も曖昧
あいまい

であ

ることなど、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8027 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月から平成６年５月までの期間及び６年７月から７

年１月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から平成６年５月まで 

             ② 平成６年７月から７年１月まで 

  私の夫は、昭和 57 年４月から平成 14 年３月まで申請免除を受けており、

申立期間①及び②の期間に私の申請免除の手続も行ってくれていたはずで

ある。申立期間の保険料が免除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、当時居住していた区において平成７年９月７日に作成された申立人

の国民年金索引票には「９/６本人要高齢任意加入本人了承済」と記載されて

おり、同年９月６日時点で、申立人は 60 歳到達時まで保険料を納付したとし

ても、国民年金の受給資格期間を満たさないことから、申立人は区から受給

資格期間を満たすためには、60 歳以降に任意加入し、保険料を納付すること

が必要である旨を教示され、申立人はこれを了承していることが確認でき、

申立期間が受給資格期間に反映される申請免除期間ではなかったことがうか

がえるなど、申立人の夫が申立期間に申請免除の手続を行っていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 

 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8028 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月 

    私は、平成２年３月 15 日に会社を退職したときに、会社の担当者から、

次の就職が４月以降になると年金の被保険者期間に空白が生ずるので国民

年金に加入した方がいいと教えられ、市役所で国民年金の加入手続をし、

国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、会社を退職後、会社が所在す

る市で国民年金の加入手続をしたと説明しているが、当時、申立人は実家が

所在する町で住民登録をしており、会社所在地の市では国民年金の加入手続

はできなかったと考えられる上、保険料額及び納付場所等の記憶が曖昧
あいまい

であ

る。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成５年 12 月時点

で、申立人は保険料をさかのぼって納付していないと説明していること、申

立人は、当該払出時期に受け取った年金手帳のほかに手帳を所持していた記

憶は無いと説明しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8029 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年３月から 13 年４月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年３月から 13年４月まで 

  私は、60 歳になった平成 11 年＊月、会社を定年退職して国民年金に任

意加入し、付加保険料を含め国民年金保険料を納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続をした時

期等の記憶が曖昧
あいまい

であり、オンライン記録では、申立人は平成 13 年５月 31

日に国民年金に任意加入しており、申立期間は任意加入前の未加入期間とな

り、保険料を納付することができない期間であること、申立人の妻も、60 歳

到達後の 13 年５月 31 日に国民年金に任意加入していることなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8030 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年 10 月から平成３年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 10月から平成３年３月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、私が学生であった期間の国

民年金保険料を父の名義の預金口座振替で納付してくれていた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

平成６年５月ごろに払い出されており、申立期間は申立人が学生であった任

意適用期間であるため、さかのぼって加入することはできず、申立人が所持

している年金手帳にも、国民年金の被保険者資格取得日が「平成６年４月１

日」と記載されている。 

また、申立人は当該年金手帳の他に手帳を所持していた記憶が無く、加入

手続及び保険料の納付をしたとする両親も申立人の他の手帳を所持していた

記憶が曖昧
あいまい

であること、申立人の姉妹も学生が任意適用であった期間は未加

入であることなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8031 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

私は、20 歳になった当時、住み込みで働いていた理容店の店主が国民年

金保険料を納付してくれていたとその店主から聞いている。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び申立人が住み込みで働いていた理容店の店主が申立期間の国民

年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が

無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、

保険料を納付していたとする店主から当時の納付状況を聴取することができ

ないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、当該理容店の所在地とは別の

区で払い出されており、当該別の区で手帳記号番号が連番で払い出され、当

該理容店の前の店で一緒に働いていた元同僚は申立期間の自身の保険料が未

納であること、申立人の払出簿には当該理容店の所在地への台帳移管が申立

期間後の昭和 40 年 11 月 26 日に行われていることが記載されており、当該

理容店では申立期間の保険料を納付することができなかったと考えられるこ

となど、申立人及び申立人が住み込みで働いていた理容店の店主が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8032 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年６月から同年９月までの期間、57 年２月及び同年３月

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 56年６月から同年９月まで 

② 昭和 57年２月及び同年３月 

  私の母は、私が会社を退職した直後の昭和 56 年６月ころに私の国民年

金の加入手続をして、国民年金保険料を納付してくれていたはずである。

申立期間①は未加入で保険料が未納とされており、申立期間②は保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親か

ら当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明であ

る。 

また、申立人は、会社を退職した時（昭和 56 年６月）に母親が国民年金

の加入手続をしてくれて、加入後の保険料を納付してくれていたと主張して

いるが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 57 年１月に払い出され

ており、申立期間①については、オンライン記録及び申立人が所持する年金

手帳により、資格取得日が 56 年 10 月 30 日とされており、当該期間は未加

入期間であることから、保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立期間②については、当該期間直前の昭和 56 年 10 月から 57

年１月までの４か月分の保険料は、58 年２月に、厚生年金保険に加入して

いた期間について納付された 57 年６月から同年９月までの４か月分の保険

料が充当されたものであり、この充当について、当時居住していた区では３



 

 

  

か月ごとの納付書を発行しており、申立期間②の２か月分の保険料はこの充

当時点で既に納付済みであったと考えるよりは、むしろ充当期間を含めた

56 年 10 月から 57 年３月までの保険料が未納であって、先に経過した４か

月分の保険料について充当が行われたと考えるのが自然であることなど、申

立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8033 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月から平成元年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から平成元年６月まで 

私の国民年金保険料は、結婚した昭和 57 年ごろから納付書が送られて

きたので、夫が夫婦二人分を納付していたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の夫は、申立人の国民年金の加

入手続及び保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の夫は、昭和 57 年ごろに申立人の年金手帳が納付書ととも

に同封されて送られてきたと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号

番号は、申立期間後の平成３年７月ごろに払い出されており、申立人が所持

する年金手帳にも「平成」が印字されていること、申立人の夫は、当該年金

手帳以外の年金手帳を所持していたことはないと説明しており、申立期間当

時、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らないことなど、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8035（事案 5722の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 10 月から 42 年３月までの期間及び 42 年 10 月から 50

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月から 42年３月まで 

② 昭和 42年 10月から 50年３月まで 

私の母は、申立期間①及び②の初めの期間の国民年金保険料を納付して

くれた。また、申立期間②の途中からは、私が保険料を納付した。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

は、保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

であること、申立人は、申立期間①及び申

立期間②の初めの期間の保険料は印紙検認により納付したと説明するが、申

立人が所持する国民年金手帳によると、申立期間①の直前の欄及び申立期間

①と②の間の欄には、検認印が押されているものの、申立期間①及び申立期

間②の欄には、検認印が押されていない上、申立人は、当該期間の保険料の

納付方法に関する記憶が曖昧
あいまい

であること、申立人は申立期間②に関して、印

紙検認による納付方法から納付書による納付方法に変更した時期を憶
おぼ

えてい

ないと説明していることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基

づく平成 21 年 10 月７日付け年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われ

ている。 

これに対して申立人は申立人の母親が申立期間①及び申立期間②の当初の

保険料を納付していたと主張するが、これは当該期間の保険料を納付してい

たことを推認させるまでの事情では無く、委員会の当初の決定を変更すべき



 

 

  

新たな事情とは認めらない。 

また、申立人は、当委員会での口頭意見陳述において、申立期間②の保険

料は母親が納付してくれていたと主張するが、当該期間中は国民年金手帳を

自ら所持していたと説明しており、申立人が当時居住していた区では、当該

期間の前半は、保険料の納付は国民年金手帳に印紙を貼付
ちょうふ

して検認印を受け

る方式であったため、申立人の国民年金手帳を所持していなかった母親が当

該期間の保険料を納付することはできなかったと考えられるなど、その他に

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立

人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8036 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 10 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月から 51年３月まで 

私は申立期間当時、区役所から今までの国民年金保険料の未納期間を指

摘され、２年さかのぼって保険料を納付することができると聞き、郵便局

で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人がさかのぼって納付したとする時点が不明であるため、納付

したとする２年の納付期間を特定することができないなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8037 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 42年４月から 48年３月まで 

私は、昭和 42 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料の領収証書を

所持している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和42年４月から44年３月までの期間、44年４月から46年３月

までの期間及び46年４月から48年３月までの期間の国民年金保険料を、それ

ぞれ50年10月29日、同年11月28日及び同年12月25日に納付したことを示す領

収証書を所持しており、領収証書の納付日、納付金額から第２回特例納付に

より納付していることが確認できる。 

また、昭和50年11月11日付けの附則18条リストには、昭和36年度及び37年

度の保険料として収納した旨の記載があることから、最初の昭和42年４月か

ら44年３月までの特例納付分は、前詰めして収納されたものと推察される上、

申立人は45年１月から同年６月まで厚生年金保険の被保険者であるため、当

該期間の国民年金保険料が特例納付された場合は、保険料相当額を還付する

ことになるが、還付記録は見当たらない。 

さらに、前述の昭和42年４月から48年３月までの６年分の納付済期間は、

オンライン記録において納付済みとされている36年４月から42年３月までの

６年分に相当することから、特例納付された保険料はすべて前詰めして収納

されたものと考えられ、申立人は、当該領収証書のほかに50年10月29日に収

納されている48年７月から50年３月までの保険料の領収証書を所持している

が、これは48年７月から60歳到達の前月までの納付月数が230か月であった

ものを第２回特例納付で72か月を納付することにより302か月として受給資

格を得るために特例納付したものと推察される。 



 

 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8038 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 11 月から 45 年 11 月までの期間、48 年４月及び同年５

月並びに 48 年 12 月から 49 年６月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等女 

  １ 申立人の氏 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 11月から 45年 11月まで 

             ② 昭和 48年４月及び同年５月 

             ③ 昭和 48年 12月から 49年６月まで 

私は、母に勧められて国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を市

役所や郵便局で納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続をした時

期及び保険料の納付額についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間①については、当該期間の保険料の納付方法は印紙検認方

式であったが、申立人は印紙検認に関する記憶が無く、申立人の国民年金手

帳の記号番号が払い出された昭和 47 年６月時点は、第１回特例納付実施期

間であったものの、申立人はさかのぼって保険料を納付した憶
おぼ

えは無いと説

明している上、申立期間当時において、申立人が国民年金に加入した記録は

無く、手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

さらに、申立期間②及び③については、申立人が所持する国民年金手帳に

よると、昭和 50 年９月１日の資格取得日が二重線で消され、さかのぼって

申立期間②と申立期間③の間の厚生年金保険加入期間に関連する国民年金の

資格取得及び資格喪失記録が追加されていることから、少なくとも同年９月

１日の資格取得日が訂正されるまで、当該申立期間は未納期間であったもの



 

 

  

と推察される上、申立人は、申立期間③直前の 48 年 12 月に厚生年金保険資

格を喪失した後に国民年金の加入手続を行った記憶が無いなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8039 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年８月から 54 年２月までの期間及び 57 年１月から 58 年

７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年８月から 54年２月まで 

② 昭和 57年１月から 58年７月まで 

    私は、昭和 53 年８月に退職した会社から、再就職するまでは国民健康保

険と国民年金に加入しなければいけないと聞いたので、退職するたびに、

国民年金の加入手続をして国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続、厚生年

金保険から国民年金への切替手続及び申立期間の保険料額等の記憶が曖昧
あいまい

で

ある。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 62 年４月に払い出されてお

り、オンライン記録によると同年５月に申立期間前後の厚生年金保険期間の

記録が追加されたことにより、申立期間は、いずれも未加入期間から未納期

間に変更されたものであり、申立期間当時は、制度上、保険料を納付するこ

とができない期間であったことなど、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8044 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年２月から 46 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 46年２月まで 

    私の母は、私が大学生のときに私の国民年金の加入手続を行い、学生時

代の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立期間当時に国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出さ

れ、当時申立人と同居していた次兄夫婦は、申立期間は国民年金に未加入又

は保険料が未納であり、同様に手帳記号番号が連番で払い出され、当時同居

していた姉は、昭和 45 年 12 月に厚生年金保険に加入するまでの申立期間の

保険料は未納であること、申立人の両親は、36 年４月から 46 年３月までの

保険料を特例納付により納付していることが特殊台帳から確認でき、申立期

間当時は未納であったことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8045 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年７月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 50年３月まで 

    私の母は、私が 20 歳になった昭和 45 年＊月ごろに国民年金の加入手続

をしてくれ、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当初に交付され

たとする国民年金手帳を見た憶
おぼ

えはなく、母親から受け取った記憶も無いと

していること、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 50 年

９月ごろに払い出されており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人

の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8046 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年３月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 41年３月まで 

私の父は、私が 20 歳になったころに国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

である。 

また、申立人は、20 歳になった昭和 40 年＊月ごろに父親が国民年金の加

入手続をしてくれたはずであるとしているが、申立人の国民年金手帳の記号

番号は申立期間後の 41 年５月ごろに払い出されており、申立人は、父親か

ら渡されたとする「昭和 41 年９月８日発行」と記載された手帳を所持し、

それ以前に発行された手帳を受け取っていないとしていること、手帳記号番

号が申立人と連番で払い出されている兄も申立期間の保険料は未納であり、

申立人と同様に申立期間直後の 41 年４月から保険料が納付済みとなってい

ること、申立期間当時に申立人に、別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の父親が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

 

  

東京国民年金 事案 8047 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年４月から 44 年６月までの期間及び 44 年８月及び同年９

月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : ① 昭和 41年４月から 44年６月まで 

               ② 昭和 44年８月及び同年９月 

    私の妻は、私が厚生年金保険に任意加入し、被保険者期間が 20 年に達し

た直後の昭和 41 年４月に国民年金の加入手続をしてくれ、国民年金保険料

を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の妻は、国民年金の加入手続を

社会保険事務所（当時）で行い、申立期間の保険料を納付書で納付したと説

明しているが、申立期間当時に社会保険事務所で国民年金の加入手続を行う

ことはできず、また、当時居住していた区における保険料の納付方法は印紙

検認方式であったこと、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記

録は無く、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することが

できない期間であることなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8050 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から同年６月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を平成元年

４月まで納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、当時の状況が不明であり、申立人の国民年金

の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする母親は、国民年金の加入手

続、保険料の納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は短大を卒業した後の昭和 61 年４

月ごろに払い出されているものの、その後の保険料は、63 年 10 月に 61 年７

月から 63 年３月までの期間が過年度納付されており、その時点まで保険料は

納付されていないなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8051 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から同年６月までの期間、55 年８月から 56 年３月

までの期間及び 56 年 12 月から 58 年６月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月から同年６月まで 

              ② 昭和 55年８月から 56年３月まで 

              ③ 昭和 56年 12月から 58年６月まで 

     私は,結婚した昭和 54 年ころから、申請免除した期間を除き、夫婦二人

分の国年金保険料を１か月から３か月に１度、区出張所又は金融機関で納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、納付したとする保険料額が実

際の保険料額と相違しており、申立期間当時の保険料の納付額に関する記憶

が曖昧
あいまい

また、申立人が保険料を一緒に納付していたとする元夫も、厚生年金保険

の加入期間である申立期間①を除き、申立期間②及び③の保険料が未納であ

るなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8052 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年 10 月から平成８年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月から平成８年 11月まで 

    私は、以前勤務していた会社を退職後、その会社の経理を担当していた

社員に国民年金の加入手続をしてもらい、その後は自分で国民年金保険料

を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は以前勤務していた会社の経理を

担当していた社員が加入手続をしてくれたと主張しているが、申立人は厚生

年金保険の記号番号のみが記載された年金手帳、平成 10 年 12 月発行の基礎

年金番号が記載された手帳を所持しているものの、申立期間当時に国民年金

の手帳記号番号が払い出された記録は無く、申立人は別の手帳を所持した記

憶も無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人が主張する集金による保険料の納付方法は、当時居住してい

た区では昭和 45 年４月に納付書制度に移行したことに伴い終了させているな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8053 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年 10 月から 48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 48年３月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、私が実家に来ていた集金人

に国民年金保険料を３か月ごとに納付していた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続に関与して

おらず、加入手続をしたとする父親から手続状況等を聴取することができな

いため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、集金人による徴収、印紙検認による納付など保険料の納

付状況を具体的に記憶しているものの、納付していた保険料が自身の保険料

であったか、父親の保険料であったかの記憶が曖昧
あいまい

であること、申立人の国

民年金手帳の記号番号は昭和 52 年 12 月に払い出されており、申立人は、30

歳のころに父親から納付書を渡され、それ以降、自身の保険料を納付書によ

り納付したと説明していることなど、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

 

  

東京国民年金 事案 8054 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年６月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年６月から 41年３月まで 

    私は、昭和 40 年６月に結婚した直後に国民年金に加入し、私の妻が夫婦

二人分の保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及び申立期間を含め夫婦二人の

保険料を納付していたとする妻は、保険料の納付方法、納付場所及び納付額

に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、妻も申立期間の自身の保険料が未納となってい

るなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10881 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月 20日から 42年９月６日まで 

             ② 昭和 43年 10月１日から 44年１月 23日まで 

平成 21 年４月ごろに、厚生年金保険の加入状況を確認したところ、申立

期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間以前に勤務していたＡ社では脱退手当金を受け取った覚

えはあるが、申立期間②を退職後は、夫の会社で厚生年金保険に加入するこ

とは分かっていたので、申立期間については、脱退手当金を受給していない。

申立期間の脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人は、オンライン記録上、申立期間と合算して脱

退手当金が支給されたこととなっているＡ社の被保険者期間の脱退手当金を

申立期間①以前に受給したと主張しているが、申立期間①以前に脱退手当金の

支給記録は無いほか、脱退手当金を受給したことをうかがわせる事情は無く、

申立人の主張は不自然である。 

また、申立人の申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿には脱退

手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、

オンライン記録上、申立期間②後に申立期間とＡ社の被保険者期間を基礎とし

て脱退手当金が支給されており、当該脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

44年４月 28日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年７月６日から 39年８月 11日まで 

平成７年ごろに、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の

支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱

退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支

給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 39年８月 11日の

前後２年以内に資格喪失した者 44 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、

40 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、39 名が資格喪失日から６か月以内に脱

退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者のうち２名は、

事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしていることを踏まえると、申立

人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給されているこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給

額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

１か月後の昭和 39 年９月４日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 35年２月 10日まで 

平成 21年 11月に、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手

当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、脱退手当金の支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿に記載されている女性のう

ち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 35年２月 10日の前

後２年以内に資格喪失した者 10 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、

７名に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から６か月以内に

脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、申立人についても、

事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために

必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ昭

和 35 年３月２日に回答したことが記録されている上、申立人の事業所別被保

険者名簿には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記

されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前

であり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴の無い申立人が脱

退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても

受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかが



 

わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③に係る脱退手当金を受給していないものと認め

ることはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 10月 16日から 32年８月 31日まで 

             ② 昭和 33年２月 18日から同年 12月 12日まで 

         ③ 昭和 33年 12月 12日から 35年９月 21日まで 

ねんきん特別便が届き、社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したと

ころ、申立期間①及び③について、脱退手当金の支給記録があることを知っ

た。 

しかし、申立期間③の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無

く、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

また、申立期間①及び③の申立てをしたところ、第三者委員会から年金記

録の確認を求められ、申立期間②について、厚生年金保険の加入記録が無い

ことを知ったが、昭和 32年 11月 30日から引き続きＡ社に勤務していたの

で、当該期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び③については、申立人は脱退手当金を受給していないと申

し立てているところ、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金

が支給されたとする昭和 35年 12月 14日の直前の同年 10月 20日に、脱退

手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該

脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されている上、申立人の当該期間

に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、当該

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間③に係る厚生年



 

金保険被保険者資格喪失日から約３か月後に支給決定されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間①及び③に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

２ 申立期間②については、申立人は引き続きＡ社に勤務していたと申し立て

ている。 

  しかしながら、Ａ社は、昭和45年10月21日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、当時の事業主の連絡先も不明であることから、申立人の

勤務の実態及び厚生年金保険料の控除の状況について確認することができ

ない。 

  そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間②の前後に被保険者であり、連絡先が確認できた従業員に照会したところ、

申立人のことを記憶している３名の従業員は、「当該期間に申立人が勤務し

ていたかは不明。」と供述している上、申立人が記憶している同僚４名に照

会したところ、回答のあった２名の従業員は、「申立人のことは記憶に無い。」

と供述している。 

また、上記被保険者名簿において、申立人と同時期に被保険者資格を喪失

し、再度資格を取得している者が34名確認でき、そのうち複数の従業員は、

「季節労働者が多く、従業員数に変動がある会社だった。」、「実際に勤務し

ていた期間と厚生年金保険の加入記録は一致している。」と供述している。 

このほか、申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を

給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年３月 11日から 37年 12月 26日まで 

年金問題が騒がれるようになり、年金記録を確認したところ、申立期間に

ついて脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、

制度も知らなかった。受給していないので、脱退手当金の支給記録を取り消

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約６か月後の昭和 38 年７月１日に支給決定されているなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10886（事案 2725、6475の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年６月 25日から 36年１月 31日まで              

第三者委員会の審議結果に納得ができなかったので、再申立てを行ったが、

平成 22年２月３日付けで通知が届き、自分の申立ては認められなかった。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立期間に係る事業所は、申立期間

当時、脱退手当金の代理請求を行っていたと説明している上、当該事業所の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性のうち、申立人の厚生

年金保険被保険者資格喪失日である昭和36年１月31日の前後２年以内に資格

喪失した者５名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、４名について脱退

手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金

の支給決定がなされているとともに、当該支給決定の記録がある者の一人は、

事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしていることを踏まえると、

申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られること、ⅱ）申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 36 年４月３日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないこと、ⅲ）申立人から聴

取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないこと

をうかがわせる事情は見当たらないことなどから、既に当委員会の決定に基づ

き平成21年７月15日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 



 

また、その後、申立人は、脱退手当金を受給していないので、審議内容に納

得できないと再度、申立期間の申立てを行ったところであるが、新たな資料や

情報が得られず、委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらないことか

ら、これについても既に当委員会の決定に基づき平成 22 年２月３日付けで年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は再度の審議結果に納得できないとし、申立てを行っているが、

新たな資料や情報が得られず、委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当た

らないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないもの

と認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10889（事案 1040の再申立て)  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間②及び③について、厚生年金保険の被保険者であったと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月１日から 43年２月１日まで 

② 平成 10年２月 13日から 14年４月１日まで 

③ 平成 15年２月 13日から 21年 10月 6日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者

委員会に申し立てたところ、同委員会から、申立内容の確認できる資料が

無いなどの理由により、記録訂正を行うことができないと通知があった。 

しかし、上記通知に納得できないため、新たな資料や情報は無いが、当

該期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

また、Ａ社に勤務していた申立期間②及び③の厚生年金保険の加入記録

が無い。勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、Ａ社の厚生年金保険の適用年月日は

昭和 43 年２月１日であり、同社の事業所別被保険者名簿によると、同日付

けで申立人を含む 11 人の資格取得が記録され、健康保険被保険者証の整理

番号は申立人を＊番として連番で付されていることが確認でき、また、オン

ライン記録から申立期間①を含み国民年金保険料の納付記録が確認できる

こと等から、平成 20 年 12 月 10 日付けで既に当委員会の決定に基づく年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は、上記通知に納得できず、事業主として昭和 42 年

４月１日から厚生年金保険の適用事業所となる手続を行い、同日付けで被保



 

険者資格を取得していると主張しているが、当委員会で再度確認した結果、

当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申

立期間①の厚生年金保険料を給与から控除されていたものと認めることは

できない。 

２ 申立期間②及び③に係る申立てについては、申立期間②当時の厚生年金保

険法では、被保険者となり得るのは 65 歳未満の者であったこと、申立期間

③当時の厚生年金保険法では、被保険者となり得るのは 70 歳未満の者であ

ることから、申立人は申立期間②及び③において厚生年金保険被保険者とは

なり得ず、当該期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めること

はできない。 



 

東京厚生年金 事案 10890（事案 3963の再申立て） 

                         

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年３月 23日から 43年１月 20日まで 

             ② 昭和 43年 12月８日から 45年９月１日まで 

             ③ 昭和 45年 11月２日から 46年６月 20日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①、②及び③の厚生年金保険の加入記録が無い旨

を第三者委員会に申し立てたところ、同委員会から、申立内容を確認できる資料

が無いなどの理由により、記録訂正を行うことができないと通知があった。 

しかし、勤務していたことは確かであり、判断に納得できないため、新たな資

料や情報は無いが、各申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②及び③に係る申立てについては、Ａ社は当時の従業員台帳等の資

料を保管しておらず、申立人の勤務等について不明であること、同社は厚生年金保

険及び厚生年金基金への届出用紙について、複写式の様式を使用しており、双方の

記録が一致していること、当時の従業員の勤務形態について、正社員、短時間労働

者及び臨時雇用があり、正社員のみ厚生年金保険に加入させていたが、正社員でも

本人の意思で加入していない場合があったこと等から各申立期間について、既に当

委員会の決定に基づく平成 21年９月 30日付け年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

これに対し、申立人は、上記通知に納得できず、各申立期間に勤務をしていたこ

とは確かであり、厚生年金保険料は控除されていたと主張しているが、当委員会で

再度確認した結果、当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は、申立期間の①、②及び③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年５月１日から 32年４月１日まで 

             ② 昭和 32年４月１日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の厚

生年金保険の加入記録が無い。古いことで給与証明書や当該事実を証明する

ものはすべて処分し、書類は何も残っていないが、働いていたことは事実で

あるので、各申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立人は、申立期間①において、Ａ社に勤務していたと申し立てていると

ころ、「Ｃ社の事業部門をＡ社と呼んでいた。」という従業員の証言及びＣ社

に係る商業登記簿謄本の本店所在地と申立人の記憶する所在地が符合する

ことから、申立人が勤務していた事業所はＣ社であることが特定できる。 

   しかしながら、Ｃ社は、事業部門は昭和 40 年代に廃業していることから

当時の資料は無く、また、当時の代表者は死亡しているため、同社における

申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認することができな

いとしている。 

さらに、同時期に勤務していた従業員 11 名に照会したが、申立人を記憶

している者はいなかったことから、Ｃ社における申立人の勤務状況や厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。    

２ 申立人は、申立期間②において、Ｂ社に勤務していたと申し立てていると

ころ、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている所在



 

地と申立人の記憶する所在地が符合することから、申立人が勤務していた事

業所は同社であることが特定できる。 

  しかしながら、Ｄ社は昭和 30年８月 27日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、同社の所在地を管轄する法務局において商業登記の記録

は確認できない。 

また、Ｄ社の元従業員は、「同社は昭和 30 年８月にＥ社に吸収合併され

た。」と供述しているところ、Ｅ社の所在地を管轄する法務局において商業

登記の記録は確認できない。 

なお、Ｅ社に係る事業所別被保険者名簿に申立人の氏名は無い。 

さらに、Ｄ社の代表者は既に死亡しており、また、同時期に勤務していた

従業員９名に照会したが、申立人を記憶している者はいなかったことから、

同社における申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

加えて、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は健康保険被保険

者証の番号順に記録されており欠落は無い。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

    

 



 

東京厚生年金 事案 10892  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年９月１日から 13年８月 31日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した申立期間の標準報酬月額が、給与の報酬

月額に相当する標準報酬月額と相違している。社会保険料の支払が困難にな

り、社会保険事務所（当時）へ出向き、脱退の手続をとったが、標準報酬月

額を下げる届出は行っていないし、知らなかった。申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社における申立人の厚生年金保険の標準報酬月

額は、当初、平成 12年９月は 59万円、同年 10月から 13年７月までは 62万

円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平

成 13年８月 31日）より後の同年９月 20日付けで 12年９月は９万 2,000円、

同年 10月から 13年７月までは９万 8,000円にさかのぼって減額訂正が行われ

ていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人が同社の代表取締役であった

ことが確認できる。 

また、申立人は、社会保険料の滞納に伴い健康保険及び厚生年金保険の適用

事業所からの脱退手続は行ったが、標準報酬月額を引き下げる話も知らず、同

様の届出をしたこともないと主張している。 

なお、社会保険関係の手続を任されていた税理士及びＡ社の経理担当者は

「代表者印を預かることはない。」と供述している。 

また、上記経理担当者は、申立人が社会保険事務所から呼び出しを受けた後、

「社会保険料の支払ができないのであれば、さかのぼって標準報酬月額を引き

下げ、社会保険をやめるよう言われた。」と申立人が言っているのを聞いたと



 

供述していることから、申立人は当該訂正処理に関与していたものと考えられ

る。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を

負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正の無効を主

張することは信義則上許されず、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10905   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年４月から 24年 12月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に同社に勤務したことは確かなので、当該期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員の供述から、勤務期間は特定できないものの、申立人

が、同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社の現在の人事担当者は、正社員であれば、会社作成の被

保険者名簿に記載されて、人事記録も残っているが、申立人は、これらの記録

が無いことから正社員ではなく、正社員でなければ厚生年金保険には加入して

おらず、厚生年金保険料を給与から控除されることはないと供述している。 

また、申立人が記憶している同僚のうち、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、記載が無い者が複数名いることが確認できる。 

さらに、Ａ社Ｃ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期

間に被保険者であった従業員 12 名に照会したところ、申立人を記憶している

者もあったが、申立人の勤務状況や同社における厚生年金保険の加入状況につ

いて供述を得ることができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10907 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月 16日から 38年１月 28日まで 

厚生年金保険の記録では、Ａ社Ｂ出張所に勤務した申立期間の記録が無い。

給与明細書等の厚生年金保険料の控除について確認できる資料は無いが、勤

務していたことは間違いないので、申立期間において厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ出張所で勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、健康保険厚生年金保険被保険者名簿から確認できるＡ社Ｂ出

張所及び同出張所鉄工場で勤務していた複数の従業員に照会したところ、申立

期間において申立人が同出張所に勤務していたことを記憶している者はおら

ず、申立人の申立期間における同出張所での勤務実態を確認することができな

い。 

また、申立期間においてＡ社Ｂ出張所に勤務していた複数の従業員について

確認したところ、入社日から厚生年金保険の被保険者資格取得日まで、１年か

ら１年６か月の空白期間が存在しており、同社では、必ずしも入社と同時に厚

生年金保険の加入手続を行っていなかったことがうかがえる。 

さらに、上記の者のうち、申立人と同様の鉄工関係の業務に従事していた従

業員の１人は、厚生年金保険に加入するまでは、国民健康保険組合の第二種組

合員として医療保険のみの加入であったとしている。 

加えて、当時のＡ社Ｂ出張所における社会保険事務担当者は既に死亡してお

り、同社も当時の資料を保管していないことから、申立人の申立期間における

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で



 

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10908 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間②について、申立人が厚生年金保険被保険者であったと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年 10月１日から 11年 10月１日まで 

② 平成 14年１月１日から同年４月１日まで 

    オンライン記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の標準 

報酬月額が前後の期間より少なくなっているが、自分が代表取締役として給 

料を決めており、低くなるはずがないので訂正してほしい。 

また、申立期間②については継続して勤務していたので厚生年金保険の被 

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社における当該期間の標準報酬月額が、

当時、受け取っていたはずの賃金額より低額であると申し立てている。 

しかし、当時、社会保険の事務手続をした従業員は、「それまでの担当者が

病気で倒れてしまい、定時決定の手続が遅れていたため、自分がピンチヒッタ

ーで当該手続を行った。その時、報酬月額に交通費を算入しなかったため、前

年度より標準報酬月額が低くなったと思う。」としている。 

また、Ａ社の代表取締役であった申立人は当該期間に係る給与明細書等を保

管しておらず、申立人の当該期間の厚生年金保険料の控除の状況等について確

認することができない。 

さらに、Ａ社が加入していたＢ社健康保険組合の記録では、平成 10 年 10

月の標準報酬月額は、47 万円となっており、厚生年金保険の記録と一致して

いることから、同社は、社会保険事務所（当時）に記録どおりの届出を行った

ものと認められる。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

申立期間②については、雇用保険の加入記録から、申立人は当該期間におい

てＡ社で勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立期間当時の厚生年金保険法第９条では、「適用事業所に使用さ

れる 65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」とされており、申立

人は平成 14年＊月＊日に 65歳に到達したため資格喪失している。しかし、同

法同条は、「適用事業所に使用される 70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険

者とする。」と平成 12 年に改正（14 年４月施行）されたことに伴い、14 年４

月１日に申立人は、厚生年金保険被保険者資格を再取得したものであると考え

られる。   

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることは

できない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10909 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年 11月１日から 27年６月 30日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同

社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた同僚及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別

被保険者名簿から申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認で

きる従業員の供述並びに申立人による同社に勤務していた当時の状況につい

ての具体的な供述から判断すると、申立人は、申立期間当時、同社に勤務して

いたことは推認することができる。 

しかし、上記の同僚及び従業員の二人は、いずれも当時の給与明細書等を保

管していないため、申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について

確認することができない。 

また、上記被保険者名簿等の記録では、Ａ社は昭和 25年３月 10日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっているため、申立期間のうち同日以降は厚生年

金保険の適用事業所ではないことが確認できる上、同社の当時の代表者であっ

た申立人の父は、既に死亡しているため供述が得られず、申立人の申立期間に

係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

さらに、申立人及び上記従業員がＡ社において当時一緒に勤務していたと供

述している別の従業員及び申立人の複数の親族については、上記被保険者名簿

を確認したものの氏名が記載されておらず、このことから同社では、申立期間

当時、勤務していた従業員すべてを厚生年金保険に加入させる取扱いではなか

ったことがうかがわれる。 



 

なお、上記別の従業員及び申立人の複数の親族は、いずれも既に死亡してい

るため供述が得られず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの

控除について確認することができない。 

加えて、上記被保険者名簿を確認したところ、申立人の氏名は記載されてお

らず、健康保険番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは

考え難い。 

また、申立人及び上記同僚は、当時、Ａ社が従業員 10 人程度の事業所であ

った旨供述しているところ、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されてい

た場合には、社会保険事務所（当時）からの毎月の納入告知額と、従業員の給

与からの控除保険料額及び事業主負担の保険料額の合計額とが合致しないこ

とに気付くはずであり、このような事態に気付きながら、同社の当時の代表者

であった申立人の父が、55 か月という長期間にわたって申立人の給与から厚

生年金保険料を控除し続けていたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10910 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年２月 17日から 29年７月 16日まで 

Ａ事務所を通して駐留軍施設であるＢ事業所に勤務した申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。当時は健康保険だけでなく、厚生年金保険にも

確かに加入していたと思うので、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人から提出の

あった同人の雇用に関するＢ事業所の内部資料から判断すると、申立人が申立

期間当時、同事務所を通して駐留軍施設であるＢ事業所に勤務していたことは

推認することができる。 

一方、上記被保険者名簿では、申立人の欄に健康保険番号は記載されている

ものの、厚生年金保険記号番号は記載されていないことが確認できる。 

また、上記被保険者名簿では、申立人と同様に健康保険番号の記載のみで厚

生年金保険記号番号欄が空欄となっている被保険者が複数確認できるところ、

いずれも申立人と同様、オンライン記録では、Ａ事務所における厚生年金保険

の加入記録が無いことが確認できる。 

さらに、上記複数の被保険者のうち、連絡の取れた一人に照会したものの、

当時の給与明細書等を保管していないため、申立期間に係る厚生年金保険料の

給与からの控除について確認することができない。 

加えて、厚生年金保険被保険者証記号番号払出簿を確認したところ、申立人

の氏名は記載されておらず、また、申立期間に係る上記被保険者名簿の健康保

険番号に欠番が無いことから、申立人の厚生年金保険の記録が欠落したものと

は考え難い。 



 

これらのことから、申立人は、申立期間当時、Ａ事務所において健康保険に

のみ加入していたものと考えられる。 

また、Ａ事務所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、

同事務所の業務を引き継いだＣ省Ｄ局、及び駐留軍施設に勤務する日本人従業

員に係る資料の一部を引き継いでいるＥ公文書館に照会したものの、いずれも

申立期間当時の同事務所等に係る資料を保存していない旨回答しているため、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認する

ことができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10911 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 20年９月ごろから21年３月ごろまで 

② 昭和 21年４月ごろから22年３月ごろまで 

③ 昭和 22年４月ごろから同年８月ごろまで 

駐留軍関係のＡ事業所に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②及び

Ｃ事業所に勤務した申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間①、

②及び③にそれぞれの事業所に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、渉外労務管理事務所を通して駐留軍施設で

あるＡ事業所に勤務していた旨申し立てている。 

しかし、進駐軍労務者については、厚生省保険局長通知「進駐軍労務者に対す

る健康保険法及び厚生年金保険法の適用に関する件」（昭和 23 年 12 月１日保発

第 92号）に基づき、昭和 24年４月１日から厚生年金保険に加入することとなっ

たことから、申立人は、申立期間①当時、厚生年金保険の被保険者ではなかった

と認められる。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録

では、同事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 24 年４月１日で

あり、申立期間①は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

さらに、当時、駐留軍施設に勤務する日本人従業員の労務管理を行っていた渉

外労務管理事務所の業務を引き継いだＤ省Ｅ局では、申立人に係る人事記録等の

資料を保存していないため、申立人の申立期間①における勤務の実態や厚生年金

保険料の給与からの控除について確認することができない旨回答している。 

加えて、申立人は、申立期間①当時の上司や同僚を記憶していないため、これ



 

らの者を特定できず、申立人の当該期間における勤務の実態や厚生年金保険料の

給与からの控除等について確認することができない。 

２ 申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務し、設計及び製図に関する業務

に従事していた旨申し立てている。 

しかし、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び適用事業所名簿の

記録では、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 23 年６月１日で

あり、申立期間②は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、上記の各名簿の記録では、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっており、また、同社の当時の代表者は連絡先が不明であるため供述が得られ

ないことに加え、申立人は、申立期間②当時の上司や同僚を記憶していないため、

これらの者を特定できず、申立人の当該期間における勤務の実態や厚生年金保険

料の給与からの控除について確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿からＢ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和

23 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる

複数の従業員に照会したものの、連絡の取れた４人の従業員は、いずれも申立人

の氏名を記憶していないため、申立人の申立期間②における勤務の実態について

確認することができない。 

３ 申立期間③については、申立人は、Ｃ事業所に勤務し、各自治会のクラブに出

張して配給物関係の押印、記入等に関する業務に従事していた旨申し立てている。 

しかし、Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び適用事業所名

簿の記録では、同所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 30 年１月１

日であり、申立期間③は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、Ｃ事業所では、申立期間③当時の申立人に係る資料を保存していないた

め、申立人の当該期間における勤務の実態や厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認することができない旨回答している。 

さらに、申立人は、申立期間③当時の上司や同僚を記憶していないため、これ

らの者を特定できず、申立人の当該期間における勤務の実態や厚生年金保険料の

給与からの控除等について確認することができない。 

４ このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10912 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月から 58年 12月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和 54年 10

月にＢ社（現在は、Ｃ社）に入社し、１年後の 55年 10月に関連会社である

Ａ社の所属となった。申立期間も同社に継続して勤務しており、厚生年金保

険料は給与から控除されていたので、厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に正社員として勤務し、畜産品等の販売業務に従

事していた旨申し立てている。 

一方、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは

平成８年 11 月１日であり、申立期間は厚生年金保険の適用事業所ではないこ

とが確認できる。 

また、Ａ社から提出のあった申立期間に係る所得税源泉徴収簿等の資料には、

申立人に係る記録が見当たらない。このことについて同社では、「申立期間に

係る源泉徴収簿にて確認を行ったが、申立人に係る記録が無いことから、申立

人が当社に雇用されていた事実は無く、したがって、申立期間に係る厚生年金

保険料を申立人の給与から控除していなかった。」旨回答している。 

さらに、申立人が記憶していた３人の同僚は、いずれも死亡又は連絡先が不

明であるため供述が得られず、申立人の申立期間における勤務の実態や厚生年

金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

加えて、申立人がＡ社及びＢ社の専務として記憶していた上司は、オンライ

ン記録により、申立期間において国民年金に加入し、国民年金保険料を納付し

ていることが確認できる。 



 

なお、上記上司は既に死亡しているため供述が得られず、申立人の申立期間

における勤務の実態や厚生年金保険料の給与からの控除について確認するこ

とができない。 

また、申立人の申立期間におけるＡ社での雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10913 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年８月から 31年１月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当時、同社に

勤務していた二人の友人には厚生年金保険の加入記録があるので、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた同僚の供述及び申立人によるＡ社に勤務していた当

時の状況についての具体的な供述から判断すると、期間を特定できないものの、

申立人が同社に勤務していたことは推認することができる。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録では、同社は既

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、同社の当時の代表者は

既に死亡しているため供述が得られず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険

料の給与からの控除について確認することができない。 

また、申立人が記憶していた同僚のうち、連絡の取れた二人は、いずれも、

「自分はＡ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日よりも前に同社に

入社している。」旨供述しているところ、当該二人の同僚が入社したと供述し

ている時期から上記被保険者名簿における厚生年金保険の被保険者資格取得

日までの期間を見ると、いずれも５か月又は６か月となっていることが確認で

きる。 

さらに、上記二人の同僚は、いずれも当時の給与明細書等を保管していない

ため、Ａ社への入社から厚生年金保険に加入するまでの期間に係る厚生年金保

険料の給与からの控除について確認することができない。 

加えて、申立人及び上記二人の同僚のうちの一人は、申立期間当時、Ａ社に

は約 50 人又はそれ以上の従業員が勤務していたと供述しているところ、上記



 

被保険者名簿では、申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認で

きる従業員は 25人程度である。また、申立人が記憶していた 18人の同僚のう

ち、９人については、上記被保険者名簿を確認したものの氏名が記載されてい

ない。これらのことから同社では、申立期間当時、入社した従業員すべてを厚

生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10919                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年８月１日から 45年３月２日まで 

             ② 昭和 47年１月１日から 50年 11月１日まで 

             ③ 昭和 50年 11月１日から 51年 10月１日まで 

             ④ 昭和 52年１月 20日から 56年７月 11日まで 

    Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①及び②、Ｂ社で勤務した期間のう

ち、申立期間③及び④の厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれの会社

で代表取締役として勤務していたことは確かなので、申立期間①、②、③

及び④を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、外国人登録原票の記録により、申立人は、昭和 40

年12月21日から50年７月18日までの間、25回の入出国を繰り返しており、

その際に勤務先をＡ社と届出していることが確認でき、同社に係る事業所別

被保険者名簿の「事業主又は代表者」欄の記載事項及び複数の従業員の供述

により、申立人が当該期間に同社の代表取締役として勤務していたことは推

認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人は、昭和 45

年３月２日に同社において厚生年金保険被保険者資格を取得し、資格取得届

は同年３月 11 日に受理された記録が確認できるところ、厚生年金保険記号

番号払出簿の記録により、申立人の同社における資格取得日は同年３月２日、

手帳記号番号の払出年月日は同年３月 10 日と記録されていることが確認で

き、社会保険事務所（当時）の記録に不自然な点は見当たらない。 

２ 申立期間②のうち、昭和 47 年１月１日から 50 年９月 25 日までの期間に

ついては、外国人登録原票の記録、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の「事



 

業主又は代表者」欄の記載事項及び同社の複数の従業員の供述により、申立

人が、47年１月１日から 50年７月 18日までの期間において同社の代表取締

役として勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人は、昭和 47

年１月１日に同社において厚生年金保険被保険者資格を喪失し、資格喪失届

は同年２月 23 日に受理されたことが確認でき、さかのぼって当該処理が行

われた形跡は見当たらず、同年以降の定時決定の記録も確認できず、社会保

険事務所の記録に不自然な点は見当たらない。 

また、申立期間②のうち、昭和 50 年９月 26 日から同年 11 月１日までの

期間については、外国人登録原票の記録により、同年９月 26 日に入国した

際に、勤務先をＣ社と届出をしていることが確認でき、申立人は、同年９月

26日以降はＡ社には勤務していなかったと回答している。 

３ 申立期間③については、外国人登録原票の記録により、申立人は、昭和 50

年11月28日から55年２月16日までの間、12回の入出国を繰り返しており、

その際に勤務先をＢ社と届出していることが確認でき、同社に係る商業登記

簿謄本によると、50 年 11 月 29 日に同社の代表取締役に就任し、55 年３月

11日に退任していることが確認できることから、当該期間に同社の代表取締

役として勤務していたことは認められる。 

しかし、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人は、昭和 51

年 10 月１日に同社において厚生年金保険被保険者資格を取得し、資格取得

届は同年 11月 12日に受理された記録が確認できる。また、厚生年金保険記

号番号払出簿においても、申立人については、Ａ社と別の手帳記号番号が同

年 11 月 12 日に払い出され、資格取得日は同年 10 月１日と記録されている

ことが確認でき、社会保険事務所の記録に不自然な点は見当たらない。 

４ 申立期間④のうち、昭和 52年１月 20日から 55年３月 11日までの期間に

ついては、外国人登録原票の記録及びＢ社に係る商業登記簿謄本により、申

立人が、同社の代表取締役として勤務していたことは認められる。 

しかし、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人は、昭和 52年

１月 20 日に同社において厚生年金保険被保険者資格を喪失し、資格喪失届

は同年３月 16 日に受理されたことが確認でき、さかのぼって当該処理が行

われた形跡は見当たらず、同年以降の定時決定の記録も確認できず、社会保

険事務所の記録に不自然な点は見当たらない。 

また、申立期間④のうち、昭和 55年３月 12日から 56年７月 11日までの

期間については、Ｂ社に係る商業登記簿謄本によると、55年３月 11日付け

で同社の代表取締役を退任していることが確認でき、申立人は、同年３月

12日以降は同社には勤務していなかったと回答している。 

５ 申立期間①、②、③及び④において、Ａ社及びＢ社に勤務し、Ｂ社の社会

保険及び給与担当であった従業員は、Ａ社及びＢ社は、すでに解散しており、



 

関係書類はすべて処分しているため、申立期間①、②、③及び④当時の申立

人に係る厚生年金保険料の控除については確認できないとしている。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④に係る厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②、③及び④に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるか

を判断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対

象者（申立人）は、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行して

いないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、

記録訂正の対象とすることができない旨規定されている。 

仮に、申立期間①、②、③及び④について、申立人が厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることができたとしても、申立人

は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義

務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場

合」に該当すると認められることから、当該期間については、同法に基づく

記録訂正の対象とすることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10924                                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 50年５月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、海外

赴任していた申立期間の標準報酬月額が実際に支給されていた給与の額よ

り低くなっている。当時同社から支給されていた給与送金書の写しを提出す

るので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する給与送金書から、申立期間当時、約 40 万円に相当する給

与が支給されたことは確認できるが、厚生年金保険料が控除されていたか否か

を確認することはできない。 

また、同時期にＣ国（当時）の現地法人に海外赴任していた申立人の元上司

は、「給与は日本の本社からの送金ではなく、現地法人より支払われており、

社会保険料、税金等は現地法人がＣ国の関係当局に支払っていた。」とし、「海

外赴任前にＡ社から、日本での厚生年金保険を継続できるよう対応すると聞い

たことがあるが、どのような取扱いをしていたかは不明である。」旨供述して

いる。 

さらに、Ａ社の申立人に係る厚生年金保険被保険者原票には、申立人の標準

報酬月額等の記載内容に不備や、さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた

形跡は見当たらない。 

なお、Ａ社は、「申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除額が分

かる賃金台帳等の資料を保管しておらず、海外赴任時の厚生年金保険の取扱い

及び申立人の申立期間に係る標準報酬月額について確認することができな

い。」と回答している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10925                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正３年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年 10月１日から 25年５月２日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の子から提出されたＡ社に係る登録申請書及び交通費に係る経理元

帳により、申立人は、申立期間当時、取締役として同社に継続して勤務してい

たことがうかがえる。 

しかし、Ａ社は、当時の賃金台帳等は保管しておらず、元代表者は死亡して

いるため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確認するこ

とができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立人同様、元代表者におい

ても昭和23年10月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確

認できる上、上記登録申請書及び交通費に係る経理元帳から、当該代表者にお

いても被保険者資格を喪失後、同社に継続して勤務していたことがうかがえる。 

このため、Ａ社では、取締役については、申立期間に厚生年金保険に加入さ

せていなかったと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10928                                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年５月 11日から 35年 10月 20日まで 

Ａ病院（現在は、Ｂ病院）で勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年

金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立人と同様にＡ病院の配膳担当であったとする元従業員１名の

同病院における加入状況については、申立期間内の昭和 35 年４月８日に資格

を喪失後、申立人と同じ資格取得日である同年 10月 20日に再度資格を取得し

ていることが確認できる。なお、当該元従業員は、連絡先が不明であることか

ら申立期間当時の事情を確認することができない。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、同病院が厚生年金保険

の適用事業所となった昭和 28年 11月１日から 35年 10月 20日までの期間に、

被保険者の資格を喪失後、再取得した記録がある者が 22 名確認でき、連絡先

が判明した９名に文書照会等を行ったところ、６名は、「一度退社してから再

入社した。」と回答し、３名は、「他社に就職後、再入社した。」と回答してい

る。 

さらに、Ａ病院を引き継いだＢ病院の事業主は、「当時の従業員に関する資

料を保管していないことから、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年

金保険料の控除については不明である。」と回答している上、申立期間当時の

事業主及び事務担当者は所在が確認できないことから、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10929                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年９月１日から同年 10月１日まで 

② 昭和 47年９月 25日から 48年６月１日まで 

③ 昭和 49年９月１日から 52年２月 10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②に係る厚生年金保険の加入

記録が無い。また、Ｂ社に勤務した申立期間③についての厚生年金保険の加

入記録が無い。それぞれの会社に勤務したことは確かなので、各申立期間を

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「正確に記憶しているわけではないが、

Ａ社の前の会社を辞めてすぐに就職したはずなので、申立期間①を厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。」と述べている。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立人と同様に昭

和 44 年に同社で被保険者資格を取得した従業員３名に文書照会し、そのう

ち２名から回答を得たが、申立人が同社に就職した時期を覚えていないこと

から、申立人の当該期間における勤務実態について確認することができない。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、同社は、既に解散しており、

当該期間当時の代表取締役は連絡先が不明であることから、申立人の勤務実

態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社に係る

厚生年金保険の資格取得年月日が昭和 44年 10月１日であり、厚生年金保険

被保険者台帳記号番号払出簿によると、申立人の同社における資格取得に係

る年金手帳番号が、同年 11月 13日に払い出されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、



 

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ａ社を退職してすぐに次の会社である

Ｃ社に移ったので、申立期間②においてはＡ社に勤務していたと思う。当該

期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」と述べている。 

しかしながら、Ｃ社の取締役は、「申立人は、私の弟と同日の昭和 47年９

月 25日にＡ社を退職し、当社に就職した。」と述べており、事実、オンライ

ン記録で、申立人と当該取締役の弟が同日にＡ社で資格喪失していることが

確認できる。なお、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、同社が厚生

年金保険の適用事業所になった日は昭和 48 年６月１日であり、同日に申立

人を含む全社員５名が被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿を確認したが、当該期間において、

健康保険証の番号に欠番は無い上、不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、申立人は、「Ｂ社に勤務していた。同社は、事業主

と私のほかに従業員１名の計３名の事業所であった。厚生年金保険料は控除

されていたと思うので、申立期間③を厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。」と述べている。 

しかしながら、オンライン記録において、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所となった記録を確認することができない上、申立人が同社は従業員が３名

の事業所であったと述べていることなどから、同社は当該期間当時、強制適

用事業所でなかったものと推認できる。 

また、申立人は、事業主の名前を記憶しているものの、Ｂ社の事業所所在

地を管轄する法務局に商業登記の記録が無く、事業主を特定することができ

ないため連絡先が不明であり、加えて、ほかの従業員についても連絡先が不

明であることから、これらの者から申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取

扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 



 

東京厚生年金 事案 10930                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年５月６日から 44年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無

い。同社では正社員として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 43年３月に前勤務先を辞め、姉を頼って上京し、２、３週

間後に、Ａ社の取引先に勤務していた義兄の紹介で同社に就職して、姉夫婦の

家から通勤していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。」と述べている。 

しかしながら、申立人のＡ社における申立期間に係る勤務実態及び厚生年金

保険の加入状況について、同社の元事業主は、「申立人が在籍していたことは

記憶しているが、当社は昭和 60 年ごろに廃業しており、関係資料が残ってい

ない。申立人が勤務していた期間については確答できない。当社では、採用し

たら１か月くらいのずれはあってもすぐに厚生年金保険に加入させており、人

によって取扱いを変えることはなかった。」と回答している。 

また、申立人がＡ社に勤務していたことを記憶していた元従業員の供述から

は、申立人の同社における勤務期間を特定することができない上、申立期間に

おける厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

なお、Ａ社の元事業主は、「当社は、雇用保険の適用事業所となっていなか

った。」と述べており、事実、申立人の同社における雇用保険の記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主



 

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10935 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年か 62年ごろから平成３年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間は社会保険等に一切加入していない

ことになっている。同社は自分が代表取締役として設立した会社であり、申

立期間に妻が自分の扶養となり、子どもが生まれたときに、社会保険から出

産還付金も給付されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人が申立期間に同社の代表取締役であ

ったことが確認できることから、申立人が同社に勤務していたことは推認でき

る。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、平成３年５月１日に厚生年金保

険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではないことが確認でき

る。 

また、申立人が主張している助産費・育児手当金について、母子手帳を発行

しているＢ県Ｃ市役所では、「母子手帳に記載されている助産費・育児手当金

という名称の保険給付は、国民健康保険の被保険者が出産したときに給付され

るものであり、当該手帳の押印は、当市役所の受付印と思われる。」と回答し

ていることから、申立人の妻は国民健康保険の被保険者であり、健康保険上申

立人の被扶養者ではないと推認できる。 

さらに、オンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった

平成３年５月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる複数の従

業員に、同社が適用事業所となる前の厚生年金保険料の控除について照会した

ところ、２名の従業員から「同社には新規適用前から勤務していたが、保険料



 

控除は無かった。」と回答があったが、給与明細等保険料控除を証明する資料

を保管している従業員は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

一方、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、同法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が、事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知

り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対象

とすることはできない旨規定されている。 

したがって、仮に、申立人が申立期間の厚生年金保険料を給与から控除され

ていたと認めることができたとしても、申立人は、上記のとおり特例法第１条

第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、

又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当することから、記録訂正

の対象とすることはできない。 



 

東京厚生年金 事案10954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年４月１日から32年10月30日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の加入記録が無い。同社には、中学卒業後の

昭和31年４月に入社し、退職する32年10月30日まで継続して勤務していたの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した慰安旅行で撮影された写真及び同僚等の供述から、申立人

が申立期間において、Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社の当時の事業主は死亡している上、申立人が記憶する上

司２名に照会したが、申立期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除に関する供述等は得られなかった。 

また、申立期間にＡ社で厚生年金保険の加入記録がある者のうち、所在の確

認ができた10名に同社における厚生年金保険の加入の取扱いについて照会し

たところ、６名から回答があり、そのうち同社入社日と資格取得日が相違して

いると回答した３名は、「同社には入社後試用期間があり、試用期間中の者を

厚生年金保険に加入させておらず、厚生年金保険料の控除もしていなかった。」

と供述している。 

さらに、上記写真の中で申立人が氏名を記憶する同僚のうち、Ａ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿でその氏名を確認することができない者が

みられることから、事業主は、当時、一部の従業員について厚生年金保険の加

入手続を行わなかったものと考えられる。 

加えて、上記被保険者名簿において、健康保険番号に欠番が無いことから、

申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で



 

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案10955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年１月18日から40年１月18日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する従業員の入退社履歴を記録した人名簿には、申立人の退職日

は昭和39年１月18日と記録されており、オンライン記録上の厚生年金保険の資

格喪失日と一致する。 

また、Ａ社は、「当社における厚生年金保険の資格喪失手続は、従業員の退

職時に行っており、退職していない従業員の資格を喪失させることは考え難

い。」と回答している。 

さらに、上記人名簿に記録されている昭和37年１月から40年12月までの期間

にＡ社を退職した元従業員の退職日と厚生年金保険の資格喪失日は、ほぼすべ

てが一致していることが確認できる。 

加えて、申立期間にＡ社に勤務していた複数の従業員に、申立人の勤務状況

について照会したところ、申立人の退職日を記憶している者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10957 

 

第１ 委員会の結論 

申立人が、申立期間において、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年３月から 19年８月 31日まで 

Ａ師団Ｂ部に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同

師団Ｂ部に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したとするＡ師団Ｂ部は、戦後、組織の一部はＣ本部として存

続しているが、Ｃ本部では、当時の資料を保存しておらず、申立人に係る記録

を確認することができない。 

また、申立人は、当時の上司及び同僚の氏名を記憶しているが、その連絡先

は不明であり、Ａ師団Ｂ部における申立人の勤務状況や厚生年金保険の適用に

ついて確認することができない。 

さらに、オンライン記録及び適用事業所検索システムによれば、Ａ師団Ｂ部

は厚生年金保険の適用事業所でなかったことが確認できる。 

加えて、申立人は昭和18年３月から19年８月までを申立期間としているが、

女子労働者が厚生年金保険の加入対象となったのは同年 10 月１日からである

ことから、申立期間については厚生年金保険の被保険者となることができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることは

できない。 



 

東京厚生年金 事案 10958 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年８月 29日から同年 10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。Ａ社の社員はそのままＢ社の社員になったので継続して勤務していた。

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述及び申立人に係る派遣先事業所の入退場記録により、申立

人が申立期間にＡ社に勤務していたことは認められる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は平成 10年８月 29日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっている上、当時の事業主から供述が得られないため、

申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社の複数の従業員は、「同社の事業主から、同社は経営上の理由か

ら、Ｂ社に営業を譲渡することになった。その間、厚生年金保険に２か月の空

白期間が生じるので国民年金に加入するようにと説明があった。」としている

上、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除は無かった

旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月１日から 58年 12月１日まで 

Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間において同事務所に勤務していたことは確かなので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間にＡ事務所で勤務していたこと

は確認できる。 

しかしながら、Ａ事務所の事業主は、「雇用した従業員全員について、雇用

した当月から雇用保険の資格取得のみを届け出ている。当事務所は厚生年金保

険の適用事業所としての要件を満たしたことはなく、従業員の給与から厚生年

金保険料を控除したことはない。」と回答している。 

また、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、Ａ事務所が厚

生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10960 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年７月１日から 30年２月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｃ社）Ｂ支社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。しかし、申立期間に間違いなく同社同支社に外交員

として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社Ｂ支社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てている。 

しかし、Ｃ社は、同社が保管する「加入者台帳」によると、申立人は昭和

30 年２月１日に正社員として採用されたと回答しており、申立人に係る上記

の加入者台帳とオンライン記録における申立人の厚生年金保険の資格取得日

は一致していることが確認できる。 

また、Ｃ社は、申立人が、上記雇用期間前から勤務していたとの申立てにつ

いて、「当時は委任契約で勤務し、昭和 30年２月１日に正社員として採用され、

厚生年金保険の資格を取得したと考えられる。」としている。 

さらに、申立人が記憶しているＡ社Ｂ支社の事務担当者は、「当時の外務員

は、３か月の募集成果が基準を割ると給与は支給されないことから、外務員は

厚生年金保険に加入していなかったのではないか。」としている。 

加えて、Ａ社Ｂ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立

期間に同社同支社において被保険者であった従業員４人に照会したところ、回

答があった３人は、申立人と一緒に勤務した期間はあったが申立人の勤務期間

を特定できないとしていることから、申立人のＡ社Ｂ支社への入社日を特定す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これ



 

を確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10961 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年２月から 29年３月まで 

                         ② 昭和 29年５月から 31年８月まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社（現在

は、Ｃ社）に勤務した申立期間②の加入記録が無い。しかし、それぞれ勤務

していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は、厚

生年金保険の適用事業所となっておらず、その所在地を管轄する法務局に商業

登記の記録も確認できない。 

また、申立人は、Ａ社における上司及び同僚の氏名を記憶していないことか

ら、これらの者から、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社の業務を継承したＣ社を管理しているＤ社は、当時の資料を保

管していないことから申立人の在籍が確認できなかったとしているため、当時

の申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

また、申立人はＢ社に勤務していた当時の同僚を記憶していない。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、当該期間にお

いて厚生年金保険に加入していたことが確認できる従業員 11 人に照会したと

ころ、回答が得られた７人全員が申立人を記憶していないことから、当該期間

における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認すること



 

ができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10962 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月ごろから 27年７月ごろまで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同

社に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は厚生

年金保険の適用事業所となっておらず、その所在地を管轄する法務局に商業登

記の記録も確認できない。 

また、申立人は、当時の上司や同僚を記憶していないため、これらの者から、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

さらに、申立人は、Ａ社はＢ社の下請会社であるとしているところ、Ｂ社に

Ａ社について照会したが、Ｂ社では該当する事業所があったかどうか分からな

いと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これ

を確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金  事案 10963（事案 5493の再申立て）         

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月１日から８年６月 26日まで 

社会保険事務所（当時）の訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務して

いた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与額

に見合った標準報酬月額と相違していることが判明したことから、年金記録

確認東京地方第三者委員会に対して申立てを行ったが、記録の訂正は認めら

れなかった。また、前回の通知文書において、申立人が当該標準報酬月額の

減額処理に関与、届出をしたと考えるのが自然であると誤判断されている。

当該標準報酬月額は何者かによって虚偽に引き下げられたものであるので、

再度調査の上、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについて、申立人は、申立期間の厚生年金保険の標準

報酬月額が、実際の給与額に見合った標準報酬月額と相違していると申し立て

ていたが、ⅰ）申立人はＡ社の代表取締役である上、申立期間当時の同社の厚

生年金保険事務担当者が、「平成８年５月分の厚生年金保険料が支払えず、自

分と申立人と社会保険事務所の職員の３人で、滞納保険料について話し合っ

た。」と供述していたことから、申立人は、滞納している保険料を解消するた

め、自身等の標準報酬月額の減額処理に関与していたと考えるのが自然である

こと、及びⅱ）同社が加入していたＢ厚生年金基金の標準報酬月額の記録がオ

ンライン記録と一致していることから、総合的に判断すると、同社の代表取締

役であった申立人が、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信

義則上許されず、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年

12月２日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 



 

   今回の申立てに当たって、申立人は、標準報酬月額が何者かによって虚偽に

引き下げられたと主張しているが、これを確認できる周辺事情は見当たらない。 

また、上記ⅰ及びⅱのほか、申立人は、申立期間後も代表取締役又は清算人

としてＡ社の解散に関与していたことが商業登記簿謄本により認められ、さら

に、申立人は、平成８年５月の同社の厚生年金保険料を滞納していたことを承

知しており、自身が代表者印を保管していたことを認めている。 

これらのことから、代表取締役であった申立人は、会社の業務としてなされ

た標準報酬月額の引下げについては責任を負うべきであると考えられる。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人の申立期間における標準報酬月額についての記録訂正を認めるこ

とはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10971 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年７月 21日から 28年 12月１日まで 

    年金の裁定時から、昭和 24年 12 月 10日から 28年 12 月１日までＡ社に

おいて厚生年金保険に加入していたとして計算された年金が支給されてい

た。しかし、平成 21年 11月になって、社会保険事務所（当時）から、同社

での資格喪失日は間違いで、正しくは昭和 28年７月 21日であったとの理由

により、これまで受給していた過払年金の返納を請求された。 

しかし、昭和 28 年６月か同年７月ごろにトラックの運転からタンクロー

リーの運転への業務の変更はあったが、Ｂ社（オンライン記録上はＡ社）に

は申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、昭和 24年 12月 10日から 28年 12月１日までＡ社において厚生

年金保険に加入していたと主張している。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているため、申

立人の申立期間に係る勤務実態について確認することができず、また、申立人

が勤務していたと供述している同社の関連会社であるＢ社も、「現在保管して

いる履歴書を調べたが、申立人の記録は見つからない。」と回答しているため、

両社から申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の加入につい

て確認することができない。 

さらに、Ａ社の元同僚に申立人の勤務実態について照会したところ、「申立

人がタンクローリーに乗るようになってから先のことは分からない。」と回答

している上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、複数の従

業員に照会したが、申立人を記憶している者は無く、同社の元同僚及び従業員



 

から申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の加入について確

認することができない。 

   一方、申立人が保有している年金裁定請求時のオンライン記録によると、申

立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 24 年 12 月 10

日、喪失日は 28年 12月１日とされていたが、現在のオンライン記録では、同

社における被保険者資格喪失日は同年７月 21 日と記録されていることが確認

できる。 

また、上記被保険者名簿及び申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳により、

申立人のＡ社における被保険者資格喪失日は昭和 28年７月 21日であることが

確認できる上、申立人が「同時期にトラックの運転からタンクローリーの運転

に業務が変わった。」と供述している複数の元同僚はいずれも、上記被保険者

名簿により、同年７月 25 日に被保険者資格を喪失していることが確認できる

ことから、同社では申立期間当時、何らかの事情により、タンクローリーの運

転に業務が変わった従業員について、厚生年金保険の被保険者資格を喪失させ

たことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年２月１日から 37年２月１日まで 

             ② 昭和 37年３月 31日から同年５月１日まで 

             ③ 昭和 42年３月 12日から 46年３月１日まで 

厚生年金保険の記録では、申立期間①、②及び③の加入記録が無い。外国

国籍のため昭和 45 年ごろに永住権を取得するまでにいくつもの名前を使用

した。申立期間①にはＡ社に工事の現場監督として勤務し、申立期間②には

Ｂ社に見習として３か月勤務していたのに最初の１か月しか厚生年金保険

の加入記録が無い。申立期間③にはＣ社に専務として 42年３月 12日に入社

したので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が保有していた手帳の記録及びＡ社の同僚の

供述から判断すると、勤務した期間は特定できないが、申立人が同社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は既に解散しており、事業主及び給与・社会保険担当者は死

亡していることから、同社及びこれらの者から申立人の勤務状況及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。  

また、Ａ社の従業員２名に申立人の勤務状況について照会したが、申立人

の入社日及び退職日を記憶している者はいないため、これらの者から申立人

の申立期間①における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。  

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿には、申立期間①において健康

保険番号に欠番が無く、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

２ 申立期間②について、Ｂ社は既に解散しており、申立人は同社における同



 

僚の名前を記憶していないため、同社及び同僚から申立人の当該期間におけ

る勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、複数の従業員に照会した

が、申立人を記憶している者はいないため、従業員から申立人の申立期間②

における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

３ 申立期間③について、Ｃ社の同僚の供述から判断すると、勤務していた期

間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

 しかし、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿により、同社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは昭和 43 年９月１日であり、申立期間③のうち 42

年３月 12 日から 43 年８月 31 日までは適用事業所となっていないことが確

認できる。 

   また、申立人は、申立期間③当時の資料をすべて廃棄したと供述している

上、Ｃ社の当該期間当時の事業主は既に死亡しているため、当該期間当時の

事業主から申立人の当該期間における勤務状況及び厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

さらにＣ社に係る事業所別被保険者名簿と厚生年金保険手帳記号番号払

出簿における申立人の被保険者資格取得日は、昭和 46 年３月１日で一致し

ていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事

情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10975 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年７月 25日から 51年４月１日まで 

             ② 昭和 51年４月 １日から 52年４月１日まで 

Ａ社で勤務した申立期間①及びＢ社で勤務した申立期間②についての厚

生年金保険の加入記録が無いので、各申立期間について、厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社の当該期間当時の専務取締役は、「申立人は申

立期間①において当社に勤務していた。」と述べていることから、申立人が

申立期間①において同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の適用事業所名簿には、Ａ社が適用事業所と

なった記録が無い上、同社に係る商業登記簿謄本により、当該期間当時の事

業主及び前述の専務取締役に厚生年金保険の適用状況について照会をした

ところ、両名は、「当社は、厚生年金保険の適用事業所ではなかったので、

従業員から厚生年金保険料の控除をしていなかった。」と述べている。 

また、Ａ社が経理事務を委託していたＣ税理会計事務所は、「Ａ社は、厚

生年金保険の適用事業所ではなかった。」と述べている。 

加えて、申立人が記憶している複数の従業員については、連絡先が不明の

ため、これらの者から申立人の当該期間における勤務状況及び厚生年金保険

料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿により、当該期間

当時の従業員 31人に文書照会したところ、25人から回答があり、このうち



 

の４人は、「申立人が申立期間②において正社員として勤務していた。」と回

答していることから、申立人が申立期間②において同社に勤務していたこと

はうかがえる。 

しかしながら、前述の事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ社は、昭和 52

年 10月 31日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主

及び社会保険事務担当者も死亡あるいは連絡先が不明であるため、申立人の

当該期間に係る雇用形態や厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

また、Ｂ社の複数の元従業員は、「同社の現場には、同社の社員以外の者

が働いており、当時の社会保険事務担当者が社会保険加入手続をしていなか

ったのではないか。」と述べている。 

さらに、前述の従業員 25人のうち、16人について、雇用保険の加入記録

を確認したところ、一人は雇用保険の加入記録が無く、二人は雇用保険の加

入時期が厚生年金保険の加入時期より１か月から４か月ほど早いものの、残

りの 13 人全員は雇用保険と厚生年金保険の加入時期が一致している。この

ことから、Ｂ社では、雇用保険と厚生年金保険の加入手続はほぼ同時期に行

っていたものと推認できる。 

加えて、申立人のＢ社における雇用保険の加入時期は昭和 52 年４月１日

であり、同社の厚生年金保険の加入時期と一致している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10976 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月 26日から同年８月５日まで 

             ② 昭和 40年 12月 25日から 46年６月１日まで 

             ③ 昭和 46年６月１日から 48年１月５日まで 

             ④ 昭和 48年１月５日から 52年２月５日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社Ｃ支社Ｄ組に勤務した申立期間②、Ｅ社に勤

務した申立期間③及びＦ社に勤務した申立期間④のそれぞれについて厚生年金保

険の加入記録が無い。各社にそれぞれ勤務したのは確かなので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

から、申立期間①当時に勤務していた元従業員 14人のうち、連絡が取れた６人に

対し文書照会を行ったところ、４人から回答があり、１人は、「申立人が、昭和

38年から 40年にかけて、建設現場で、シャッターの取付作業を行っていた。」と

回答していることから、申立人の雇用形態は明確でないものの、申立人は、同社

の仕事をしていたことがうかがえる。 

しかしながら、前述の回答のあった４人から、申立人の申立期間①における厚

生年金保険の取扱いについて確認することができなかった。 

また、Ａ社は、「申立期間①当時の書類を保管していない。」と回答しており、

同社の現在の事業主は、「昭和 60年以前の当社の社会保険事務の取扱いについて

分かる者は、既に死亡しており、不明である。」と述べている上、申立期間①当

時の元事業主は、高齢のため、申立人の申立期間①における勤務状況及び社会保

険事務の取扱いについて確認することができない。 

さらに、オンライン記録によれば、昭和 38年４月から 39年３月までの期間及



 

び 40 年４月から同年７月までの期間については、申立人は国民年金に加入して

おり、国民年金保険料の申請免除（全額）期間となっていることが確認できる。 

なお、申立人が記憶している同僚二人は、連絡先が不明であるため、申立人の

勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ｂ社Ｃ支社に係るオンライン記録から、申立期間②当時

に勤務していた元従業員 30人のうち、連絡が取れた 11人に対し文書照会を行っ

たところ、３人から回答があり、１人は、「申立人はローラーや天井クレン線路の

取付けの仕事をしていたので、同支社の下請会社に勤務していたと思う。」と述べ

ていることから、申立人は、同支社において下請会社としての仕事をしていたこ

とがうかがえる。 

また、Ｂ社Ｃ支社に保管されている昭和 40 年代の人事記録からは、申立人の

同支社での在籍が確認できず、厚生年金保険料の控除についても確認することが

できない。なお、申立人が働いていたとするＤ組については、同支社は、「資料

が無いため、Ｄ組について確認することができない。」と回答している上、同支

社の人事担当者は、「申立人は、Ｂ社Ｃ支社の請負や下請会社で勤務していた可

能性があるが、当時の下請会社についての資料が無く、不明である。」と述べて

いる。 

さらに、オンライン記録によれば、昭和 40 年 12 月から 45 年３月までの期間

については、申立人は国民年金に加入しており、国民年金保険料の申請免除（全

額）期間となっていることが確認できる。 

なお、申立人が記憶している同僚２人は、連絡先が不明のため、申立人の勤務

状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、申立人の当該期間に係る雇用保険の加入記録は、昭和 46

年６月１日から 47年 12月 28日までとなっており、また、申立人が記憶している

同僚は、「Ｅ社は、昭和 44年ごろからＧ社の下請会社であるＨ寮と呼ばれ、その

後、株式会社になった。申立人とは 43年ごろから 48年ごろまで、Ｅ社の現場作

業で一緒に働いた。」と述べていることから、申立人の雇用形態は明確でないもの

の、申立人が、申立期間③において同社の仕事をしていたことが推認できる。 

しかしながら、Ｅ社に係るオンライン記録から、申立期間③当時に勤務してい

た元従業員 30人のうち、連絡が取れた 25人に対し文書照会を行ったところ、８

人から回答があったが、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確

認することができない。 

また、オンライン記録によると、Ｅ社は、昭和 47年 10月１日に厚生年金保険

の適用事業所になっており、申立期間③のうち、昭和 46年６月１日から 47年９



 

月 30日までの期間については適用事業所ではないことが確認できる。 

さらに、前述のＧ社にも文書照会を行ったところ、同社は、「申立人の在籍は

確認できない。昭和 44 年ごろまで、現場作業員を日雇として直接雇用していた

が、厚生年金保険の対象ではなく、昭和 44 年以降、当社の寮が、下請会社とな

った。また、当該期間当時の下請会社の作業員については記録が無いことから、

申立人の勤務状況及び社会保険の取扱いについて確認することができない。」と

回答している。 

加えて、前述の申立人が記憶している同僚は、昭和 35 年 10 月１日から 63 年

６月３日までの期間において国民年金に加入しており、当該期間の厚生年金保険

の加入記録は確認できない。 

なお、オンライン記録によると、Ｅ社は、既に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、また、同社に係る閉鎖登記簿謄本によれば、同社は、昭和 59

年 10 月＊日に解散となっていることから、同社の事業主とも連絡が取れないた

め、申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ 申立期間④について、申立人の申立期間④に係る雇用保険の加入記録は、昭和

48年１月５日から 50年 10月 15日となっており、申立期間③において述べた同

僚は、「昭和 48年３月ごろから 52年４月ごろまで、Ｆ社の現場作業で申立人と一

緒に働いた。」と述べていることから、申立人が、申立期間④において同社の仕事

をしていたことが推認できる。 

しかしながら、Ｆ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間④当時に勤務

していた元従業員 19 人全員に対し文書照会を行ったところ、８人から回答があ

ったが、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きない。 

また、「申立人と一緒に働いた。」と述べている、前述の同僚の国民年金の加入

記録は、昭和 35 年 10 月１日から 63 年６月３日までの期間となっており、当該

同僚の厚生年金保険の加入記録は確認できない。 

なお、Ｆ社は、申立期間④当時の書類を保管しておらず、当該期間当時の事業

主とも連絡が取れないため、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

５ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②、③及び④に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10977 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月から 45年３月 31日まで 

Ａ事業団（現在は、Ｂ機構）から派遣され、Ｃ開発センター（Ｄ国）で勤

務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された旅券（写し）並びにＢ機構及びＥ省の回答により、勤

務期間は特定できないものの、申立人が、Ａ事業団から派遣され、Ｃ開発セン

ター（Ｄ国）で勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ機構は、「Ａ事業団の時代から専門家を派遣しているが、

当機構と専門家は、雇用関係になく、業務委託契約となっている。また、転職

して派遣される場合には、国民年金の任意加入を勧めている。」と回答してい

る。 

また、Ｂ機構は、「保管している昭和 40年４月１日から 47年３月 10日まで

の「健康保険厚生年金保険資格取得届（旧）Ａ事業団」のファイルに申立人の

氏名が無い。」と回答している。 

さらに、Ｂ機構から提出された「専門家個人情報」によると、申立人は、昭

和 43 年６月 17 日から同年７月 31 日までの期間はＤ国に、45 年８月 23 日か

ら同年９月 16 日までの期間はＥ国にそれぞれ派遣されていることが確認でき

る上、同機構の担当者は、「専門家の派遣先として、当機構と業務委託契約し

たＣ開発センターがある。」と述べている。 

加えて、Ｆ県人事課から提出された「Ｆ県職員人事記録」によると、申立人

はＣ開発センターに就職する前の昭和43年６月10日にＦ県を退職しているこ



 

とが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年３月 31日から 50年 12月１日まで 

Ａ社（現在はＢ社）に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険

の加入記録が無い。同社には昭和 42年３月に入社して以来 59年に退社する

まで継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の事業主の回答により、申立人が申立期間も、Ｃ労働組合からの紹介で

臨時雇用員としてＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｂ社から提出された申立人に係る所得税源泉徴収簿によると、

昭和 49年と 50年分については、給与から社会保険料は控除されていないこと

が確認できる。また、このことについて、事業主は、「当社では、社会保険に

ついては、正社員のみを加入させており、申立人については、申立期間当時、

臨時雇用員であったことから、社会保険には加入させておらず、給与から厚生

年金保険料を控除していなかった。」と回答している。 

さらに、Ｂ社の税務、社会保険事務を受託している会計事務所は、「申立人

は、昭和50年12月まではＣ労働組合からの紹介で来ていた臨時雇用員だった。

当時、臨時雇用員への給与は、日払か週払で保険料の控除は無かった。当事務

所は、同社の年末調整事務も請け負っており、同社の従業員の所得税計算にあ

たり社会保険料を入れるか入れないかで税額が大きく変わるので、これを間違

えることはない。同社の所得税源泉徴収簿を確認すると、申立人の厚生年金保

険料の控除は、51年１月から記録されており、50年 12月から厚生年金保険に

加入していることが確認できる。」と回答している。 

加えて、申立人から提出された昭和 49 年分の給与所得の源泉徴収票及び給



 

与支払報告書により、同年の厚生年金保険料が給与から控除されていないこと

が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 17年４月ごろから 20年３月ごろまで 

② 昭和 20年３月ごろから同年８月 15日まで 

申立期間①はＡ社において、また申立期間②はＢ社において勤労動員学徒

で勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無い。お国のために働いたの

だから厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、旧制中学に在学していた昭和 17 年４月ご

ろから 20 年３月ごろまで、勤労動員学徒としてＡ社に勤務していたとしてい

るが、勤労動員学徒については、労働者年金保険法施行令（昭和 16 年勅令第

1250号）第 10条第３号及び厚生省告示第 50号（昭和 19年５月 29日）により、

労働者年金保険又は厚生年金保険の被保険者には該当しない取扱いとなって

いる。 

また、当該期間のうち昭和 17年４月から同年５月 31日までの期間について

は、労働者年金保険法における保険料徴収までの施行準備期間であることから、

同年４月から同年５月 31 日までは労働者年金保険法の被保険者であったと認

めることはできない。 

一方、Ａ社の所在地を管轄する法務局において、同社に係る商業登記の記録

は確認できず、事業主を特定することができない。 

また、申立人は、同じ学校から勤労動員学徒としてＡ社に勤務していたとす

る３名の同僚の氏名を記憶しているが、同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿には上記同僚の記録は確認できない。 

さらに、上記名簿により、当該期間当時に厚生年金保険に加入していること

が確認できる従業員に照会したところ、連絡の取れた１名は、「自分は学校卒



 

業と同時にＡ社に正社員として就職しているが、申立人の記憶は無い。」と供

述している。 

申立期間②について、申立人は、昭和 20年３月ごろから同年８月 15日まで

大学に在学しながら、勤労動員学徒として、Ｂ社に勤務していたとしている。 

しかし、勤労動員学徒については、上述のとおり厚生年金保険の被保険者に

は該当しない取扱いとなっている上、オンライン記録及び適用事業所検索シス

テムでは、Ｂ社が当該期間において、厚生年金保険の適用事業所であったこと

の確認ができない。 

また、Ｂ社の所在地を管轄する法務局において、同社に係る商業登記の記録

は確認できず、事業主を特定することができない。 

さらに、申立人は、Ｂ社における同僚の記憶は無いため、同社における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について供述が得られない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10982 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月ごろから 61年４月 1日まで  

Ａ医院に勤務した期間の加入記録が無い。健康保険証を受け取った記憶が

あるので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ医院における勤務について、同医院は、「昭和 59年５月の開院時

から８か月間くらい申立人が１人で勤務していた。」と回答していることから、

申立人は、昭和 59年５月から 60年１月ごろまで同医院に勤務していたことが

推認できるものの、申立期間の勤務は確認できない。 

また、Ａ医院は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて厚生

年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

さらに、Ａ医院は、「従業員が５人未満の個人事業所は厚生年金保険には強

制加入ではなかったので、組合管掌健康保険のみ任意加入し、厚生年金保険は

加入していない。また、従業員の給与からは、厚生年金保険料を控除していな

い。」と回答している。 

加えて、Ａ医院は当時の給与台帳等の書類を保管していない上､同医院及び

申立人は、同医院には申立人が正社員として１人で勤務したとしていることか

ら、同僚等からの供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10983 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年２月 27日から同年３月１日まで 

Ａセンターに勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。退職日は平成５年２月 28 日で、同年２月分の保険料は控除され

ていたと理解していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡセンターから提出された人事カードでは、申立人

の同センターにおける退職日は平成５年２月 26 日と記録されており、申立期

間の勤務が確認できない。 

また、Ａセンターは、「給与は 23 日締めの当月 28 日支払で、給与からの保

険料は翌月控除である。」と回答しているところ、同センターから提出された

給料台帳では、平成５年２月の給与にて、同月 24日から同月 26日の退職日ま

での給与を併せて支給しているが、厚生年金保険料の控除額は同年１月分の１

か月分であることから、申立期間の厚生年金保険料が控除されていないことが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10984 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 19日から 51年３月 25日まで 

Ａ法人に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に

同法人に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人が記憶している同僚のうち１名が、「勤務期

間は不明だが、申立人がＡ法人に勤務していたことを覚えている。」と回答し

ていることから、申立人は申立期間にＡ法人に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ法人に係る事業所別被保険者名簿によると、同法人が厚生年金保

険の適用事業所となったのは、昭和 53 年７月１日であり、申立期間は適用事

業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ法人は、「当時の資料が保存されておらず、申立人の在籍について

は不明であり、当法人の厚生年金保険の適用は昭和53年７月１日からであり、

申立人の厚生年金保険料の控除は考え難い。」と回答している。 

さらに、Ａ法人に勤務していた複数の従業員は、「同法人の厚生年金保険の

加入は昭和 53年７月１日からであり、それまでは国民年金に加入していた。」

と回答しており、上記従業員のうち１名は、「昭和 53年７月１日に厚生年金保

険に加入するまで、厚生年金保険料の控除は無かった。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10991 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年４月１日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 23年５月１日から同年 10月１日まで 

             ③ 昭和 28年 11月１日から 29年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ案内所に勤務していた期間のうち、申立期間①及

び②の厚生年金保険加入記録が無い。同社が厚生年金保険に加入させないは

ずはなく、社会保険庁（当時）が年金記録を削除したに違いない。また、申

立期間③については、Ｄ社（現在は、Ｅ社）に勤務し、研修期間であった。

申立期間①、②及び③について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、Ｂ社の厚生年金保険事務等を統括するＦ社の

担当者は、「申立人の申立期間における人事記録等が無いため、申立人の勤

務状況等は不明である。」と回答している。 

また、申立人が記憶していた当時の上司、厚生年金保険事務担当者等５

人のうち４人は既に死亡しており、さらに、申立人が後任者として記憶し

ている同僚一人は、「私は、当時、中学生であり、Ａ社に昭和 28 年４月に

入社したので、申立人の後任者ではあり得ない。」と供述していることから、

申立人が申立期間①及び②に同法人において勤務していたことは確認でき

ない。 

さらに、Ａ社Ｃ案内所に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿に記

載された当時の従業員の中で、連絡の取れた７人のうち、１人は、申立期

間①について、「申立人は昭和 22年夏ごろ入社した。」と供述し、別の１人

は、申立期間②について、「私が昭和 23 年６月５日に入社したときには申



 

立人は、既に退職していた。」と供述しており、残りの５人は、申立人を記

憶していないと回答している。 

加えて、申立人の厚生年金保険手帳記号番号の払出年月日は、昭和 22年

８月９日であることが確認でき、Ａ社Ｃ案内所に係る健康保険労働者年金

保険被保険者名簿に記載された資格取得日と同月であり、当該被保険者名

簿は資格取得日順に記載されていることから、社会保険事務所（当時）の

記録に不自然な点は見られない。 

このほか、申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間③について、雇用保険の加入記録及びＥ社から提出された従業

員名簿から、申立人は、昭和 29年４月１日にＤ社に入社していることが確

認でき、申立人の入社日は、厚生年金保険手帳記号番号払出簿及び同社に

係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿に記載された資格取得日と一致

している。 

また、Ｅ社は、「入社前の研修期間はアルバイトの扱いであり、当時は、

入社日と同じ日に厚生年金保険に加入させる取扱いをしていた。当時の従

業員については、研修期間における厚生年金保険料を控除していない。」と

回答している。 

さらに、申立人は、Ｄ社の同僚等を記憶していないと供述していること

から、同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿に記載された当時

の従業員のうち、昭和 28 年４月１日から 29 年４月１日までの期間に厚生

年金保険の被保険者資格を取得したことが確認できる 30人に照会したとこ

ろ、回答のあった 22 人全員が、「入社日と厚生年金保険の資格取得日は同

じ日である。」と回答しているが、そのうち、７人は、「入社前に研修の期

間が約１か月から６か月あり、当該期間は、厚生年金保険の被保険者期間

ではなかった。」と回答し、上記のうち６人は、「保険料控除は無かった。」

と回答している。 

このほか、申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10992 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年 10月 28日から 27年 12月 31日まで 

Ａ社に１年か２年勤務していたが、厚生年金保険の加入記録は１か月しか

ない。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶しているＡ社の同僚は、申立人が同社に３か月程度勤務してい

た旨供述していることから、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤

務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 27 年９月に社名をＢ社に変更し、30 年 11 月

１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、オンライン記録から同

社の承継会社とみられるＣ社は、「当社はＡ社の承継会社ではなく、申立人の

勤務状況等については不明。」と回答している。 

また、当時のＡ社及びＢ社の代表者は既に死亡し、両社の当時の厚生年金保

険事務担当者からは聴取することができないことから、申立人の申立期間に係

る勤務状況及び保険料控除状況を確認できない。 

さらに、申立人は、上記の同僚を除き、Ａ社の当時の同僚等を記憶していな

いと供述していることから、同社及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に記載された従業員のうち、申立期間に厚生年金保険の被保険者資格を

取得したことが確認できる 28人に照会したところ、13人から回答があったも

のの、全員が申立人を覚えておらず、申立期間における勤務状況及び保険料控

除状況を確認できない。 

加えて、上記の同僚は、「昭和 26年６月にＡ社に入社したが、午後４時に勤

務を終了して夜間高校に通学した期間は厚生年金保険に未加入であり、当該未



 

加入期間における保険料控除は無かった。同年 11 月末には申立人は同社に勤

務していなかった。当時は、厚生年金保険料が高かったので、若い人は臨時扱

いとして厚生年金保険に加入しない風潮だった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10993 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年９月１日から同年 12月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社Ｃ支店）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。申立期間にＤ社（現在は、Ｂ社本社）からＡ社に異

動したが、厚生年金保険料は控除されていたので、厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社本社から提出された在籍証明書から、申立人が

申立期間にＤ社から分離したＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社本社は、「申立期間当時の資料等が無く、申立人の申立

期間における保険料控除について不明である。Ａ社は、Ｄ社から分離独立した

別会社であり、そのため、厚生年金保険事務及び給与事務についてはＡ社が行

っていたと考えられる。」と供述している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は、昭和 61 年 12

月１日に、厚生年金保険の任意包括適用事業所となったことが確認でき、申立

期間については、厚生年金保険の適用事業所ではない。 

さらに、申立人がＤ社からＡ社に同時期に異動したとする同僚３人は、申立

人と同様に厚生年金保険の加入記録が無く、申立人は、申立期間において国民

年金に加入し、同保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10994                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17年６月ごろから 25年１月 20日まで 

             ② 昭和 27年３月１日から 30年９月１日まで 

    昭和 14 年から継続してＡ社及び同社社名変更後のＢ社に勤務していたの

で、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、従業員の供述により、勤務開始日は特定できないが、

Ａ社及びＢ社に事業主として勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は昭和18年４月１日に厚生年

金保険の適用事業所となり、20年３月10日に適用事業所でなくなっている上、

Ｂ社は23年４月２日に適用事業所になっていることが確認でき、申立期間①の

うち、18年３月31日以前の期間及び20年３月10日から23年４月１日までの期間

については、Ａ社及びＢ社が厚生年金保険の適用事業所であったことは確認で

きない。 

また、Ｂ社の解散当時の事業主は、「人事記録等の資料は残っていない。」と

供述しており、申立人の当該期間当時の勤務実態や保険料控除について確認す

ることができない上、Ｃ県発行の軍歴確認書により、申立人は昭和19年５月か

ら20年９月まで召集されていたことが確認できる。 

さらに、Ａ社及び株式会社Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の

整理番号に欠番等は見られず、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然さ

は見当たらない。 

申立期間②について、Ｂ社で当該期間に勤務していた複数の従業員の供述に



 

より、申立人が当該期間に同社の代表取締役として勤務していたことは推認で

きる。 

しかしながら、Ｂ社は既に廃業しており、前述の同社解散当時の事業主は、

「人事記録等の資料は残っていない。」と供述しており、申立人の勤務実態や

保険料控除について確認することができない。 

また、当時の従業員の供述から、申立人の実兄は、Ｂ社に昭和 28 年６月か

ら勤務していたところ、同社における厚生年金保険資格取得日は、オンライン

記録により、申立人と同日の30年９月１日であることが確認できることから、

理由は不明であるが、厚生年金保険に加入していなかったものと思われる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、仮に、申立期間①及び②について、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることができたとしても、Ａ社及びＢ社の事業主

であったと考えられる申立人は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律第１条第１項ただし書の規定により、「事業主が保険料を

納付する義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認め

られる場合」に該当すると認められることから、同法に基づく記録訂正の対象

とすることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10995 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月ごろから同年９月１日まで 

                          ② 昭和 34年１月 20日から 35年１月 20日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうちの申立期間①、Ｃ社に勤務し

た期間のうちの申立期間②について加入記録が無い。申立期間①及び②に

ついて厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の元従業員の供述により、入社日は特定できない

ものの、申立人が当該期間の一部に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「当該期間当時の社会保険関係資料等を保有してい

ないことから、申立人の当該期間における勤務の状況や厚生年金保険料の控除

について確認することができない。」と回答している。 

また、Ｂ社の現在の事業主は、「期間は明らかではないが、申立人が当社に

勤務していた記憶はあるが、厚生年金保険の加入状況や厚生年金保険料の控除

については分からない。入社後しばらくは試用期間があり、試用期間経過後に

厚生年金保険に加入手続を行う取扱いであった。」と供述している。 

さらに、申立人は２名の同僚を記憶しているが、Ｂ社に係る事業所別被保険

者名簿において、１名は申立期間後の昭和 31 年４月１日に厚生年金保険の被

保険者資格を取得しており、１名は記載が無いことから、同社では、必ずしも

入社と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなく、また、必ずしもす

べての従業員を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

申立期間②について、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿から当該期間に勤務

したことが確認できる複数の従業員の供述により、入社日は特定できないもの

の、申立人が当該期間の一部に勤務していたことは推認できる。 



 

しかしながら、当時の事業主は連絡先が不明で供述を得ることができず、Ｃ

社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、解散していることか

ら、同社から当時の資料は得られず、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険

料の控除等について確認することができない。 

また、複数の従業員は、「厚生年金保険の加入日が入社日より３か月から１

年半遅れていた。入社後試用期間があり、厚生年金保険にはすぐに加入できず、

保険料も控除されていなかった。」と供述していることから、Ｃ社では、申立

期間②当時、入社後一定期間を経過してから厚生年金保険に加入させる取扱い

をしていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案10996 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和47年８月１日から48年８月１日まで 

                          ② 昭和48年８月１日から49年７月１日まで 

    申立期間①についてはＡ社に、申立期間②についてはＢ社に勤務していた

ことは間違いないので、当該期間について厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、当該期間当時の事業主及び同僚の供述によ

りＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムでは、Ａ社が、

厚生年金保険の適用事業所であったことは確認できない。 

また、Ａ社は、既に廃業しており、当該期間当時の事業主は、「当該期間当

時のことは全く覚えておらず、厚生年金保険の取扱いについても分からない。」

と回答しているほか、当該期間当時の同僚について照会したが、申立期間①に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認でき

る供述は得られない。 

申立期間②について、申立人は、当該期間当時の事業主及び同僚の供述によ

りＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムでは、Ｂ社が、

厚生年金保険の適用事業所であったことは確認できない。 

また、Ｂ社は、既に廃業しており、当該期間当時の事業主は、「当該期間は、

当社は法人登記をしていなかった。厚生年金保険の適用事業所にもなっておら

ず、保険料控除もしていない。」と回答しているほか、当該期間当時の同僚に

ついて照会したが、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から



 

控除されていたことを確認できる供述は得られない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における雇用保険の加入記録は無く、

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



 

東京厚生年金 事案10997 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和45年３月１日から46年２月20日まで 

② 昭和47年３月１日から48年７月20日まで              

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②について厚生年金保険に加

入した記録が無いことが分かった。しかし、在籍証明書により当該期間に

勤務したことは明らかなので、申立期間①及び②について厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社発行の在籍証明書から、申立期間①及び②について、当該事

業所に運転手として勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社の事業主は、「申立人の申立期間に係る雇用契約内容について

確認できない。在籍証明書については、依頼者から指定されたとおりに記入し

たものであり、実際に当該期間に勤務していたかどうかは不明である。」と供

述している。 

また、Ａ社は、「昭和50年ごろまでは、運転手はすぐに他のタクシー会社へ

転職するために、給与の日払を希望して厚生年金保険への加入を拒む者が少な

くなかった。その場合は給与から厚生年金保険料を控除せず、国民年金に加入

するように本人に指導していた。」と供述しているほか、当時、運転手として

勤務した同僚は、「申立人が勤務していた時期は不明である。当時は、厚生年

金保険に入らない運転手がいた。」と供述している。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は当該期間当時、国民年金に加入

し、国民年金保険料を納付していたことが確認できる。 



 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に欠番は見られない

ことから、申立人の記録が欠落したとは考え難く、社会保険事務所（当時）の

事務処理に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る雇用保険の加入記録は無く、厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 11000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年９月 30日から同年 10月１日まで 

Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同事業所には、平成５年４月１日から６年９月 30 日まで継続して勤務

し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の複数の元従業員が「申立人は、当時、体調を崩して仕事を休んだ

後、そのまま勤務することなく退職した。」旨供述していることから、申立人

が申立期間において同事業所に勤務していたことが確認できない。 

また、Ａ事業所の当時の代表者は、「申立期間当時の関係資料が残っておら

ず、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の資格喪失日及び保険料

控除については不明である。」旨供述していることから、同事業所における申

立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認する

ことができない。 

そこで、オンライン記録から、Ａ事業所の複数の元従業員に照会したが、申

立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除されていた

ことを確認することができなかった。 

また、申立人は、「Ａ事業所では、厚生年金保険料は当月控除であり、退職

月の平成６年９月に同月分の保険料が給与から控除されていた。」旨供述して

いるが、Ａ事業所の当時の社会保険担当者を含む複数の元従業員は、「厚生年

金保険料は翌月控除であった。」旨供述している上、元従業員から提出があっ

た「ねんきん定期便」に記載された保険料納付額と給与明細書の保険料控除額

を比較すると、納付額に対応する控除額が１か月遅れとなっていることから、



 

保険料控除は翌月控除方式であったことが確認できる。 

さらに、オンライン記録から、平成５年１月から８年 12 月までの期間にお

いて、資格喪失したＡ事業所の従業員のうち、申立人と同様に月末日に資格喪

失した複数の従業員が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11001 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 11月８日から平成５年５月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。昭和 63年 11月８日に同社を設立した直後、私が厚生年金保険の新規適

用に関する手続を行い、同社には、申立期間中、継続して勤務し、厚生年金

保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員による「私は、申立期間中、継続して申立人の下で勤務して

いた。」旨の供述から判断すると、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録によると、平成５年５月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間は厚生年金保険の適用事業所で

はないことが確認できる。 

また、申立人は、「私ども夫婦が日本の公的年金に加入したのはＡ社が初め

てであり、その際、社会保険事務所（当時）から厚生年金保険被保険者記号番

号が交付され、当該番号は現在も使用中である。」旨供述しているが、オンラ

イン記録によると、申立人の厚生年金保険の加入記録は平成５年５月１日が始

期であり、それより前には厚生年金保険の加入記録は見当たらない。 

さらに、Ａ社の元従業員は、「当時、同社は従業員が５人程度の小さな事業

所であったが、厚生年金保険等の社会保険に加入していたという話は聞いたこ

とがなく、自分自身は、住所地の国民健康保険に加入し、当該保険証を区役所

から受領していたので、同社が厚生年金保険に加入していたということは考え

られない。」旨供述している。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11002 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 11月８日から平成５年５月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。昭和 63年 11月８日に同社を設立した直後、私の妻が厚生年金保険の新

規適用に関する手続を行い、同社には、申立期間中、継続して勤務し、厚生

年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員による「私は、申立期間中、継続して申立人の下で勤務して

いた。」旨の供述から判断すると、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録によると、平成５年５月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間は厚生年金保険の適用事業所で

はないことが確認できる。 

また、申立人の妻は、「私ども夫婦が日本の公的年金に加入したのはＡ社が

初めてであり、その際、社会保険事務所（当時）から厚生年金保険被保険者記

号番号が交付され、当該番号は現在も使用中である。」旨供述しているが、オ

ンライン記録によると、申立人の厚生年金保険の加入記録は平成５年５月１日

が始期であり、それより前には厚生年金保険の加入記録は見当たらない。 

さらに、Ａ社の元従業員は、「当時、同社は従業員が５人程度の小さな事業

所であったが、厚生年金保険等の社会保険に加入していたという話は聞いたこ

とがなく、自分自身は、住所地の国民健康保険に加入し、当該保険証を区役所

から受領していたので、同社が厚生年金保険に加入していたということは考え

られない。」旨供述している。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11003 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 43年 12月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には昭和

41 年４月から 43 年 12 月まで継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険

料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したとするＡ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システ

ムによると、厚生年金保険の適用事業所となっていない上、申立人が主張する

所在地を管轄する法務局において、商業登記の記録を確認することができない。 

また、申立人は、Ａ社の代表者の名字のみ記憶しているものの、名前を記憶

していない上、同僚の氏名も記憶していないことから、代表者及び同僚への照

会ができず、同社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険

の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11005（事案 1433の再申立て）                               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年４月１日から同年 11月１日まで 

                   ② 昭和 30年８月１日から 32年 10月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、両申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無いことから第三者委員会に申立てを行った結果、同委

員会から記録訂正を行う必要はない旨の回答があった。しかし、在職証明

書があり確かに勤務していたので、再度調査して厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

両申立期間に係る申立てについては、Ｂ社の現在の事業主による在職証明書

は、事業主の従業員からの再伝聞による証明であり、当該証明をもって、申立

人のＡ社における両申立期間の勤務を認めることは困難であること、当該期間

当時に同社に勤務していた複数の従業員に照会したが、申立人を記憶している

者はいないこと、申立人は退職時期についてはっきり覚えておらず、当該期間

に係る保険料控除についても明確な記憶が無いこと等から、既に当委員会の決

定に基づく平成 21 年２月４日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

これに対し、今回申立人は、新たな資料は無いものの、当該期間に勤務し、

厚生年金保険料を控除されていたことは間違いなく、厚生年金保険の被保険者

であったはずであり、現在の年金記録は、「手書きの原簿からコンピューター

に登録する際に間違えたのではないか。」と主張している。 

しかしながら、当該期間にＡ社に在職していた新たな複数の従業員に照会し

たが、両申立期間当時の申立人を記憶している者はいないことが確認された。 

また、オンライン記録前の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び



 

厚生年金保険被保険者番号払出簿における申立人の被保険者資格取得日は、オ

ンライン記録と同一の昭和 26年 11月１日であることが確認できる。 

そのほか、当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人が、厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11006 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 12月から 32年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社に昭和 30年 12月から勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された労働者名簿から、申立人は、申立期間のうち、昭和 31

年２月 18日より同社で勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の現在の事業主は、申立期間当時の資料は保存していな

いものの、当時は、従業員の定着率が悪く、試用期間を設けており、試用期間

経過後に社会保険の手続をしていたと思うと供述している。 

また、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から複数の従業員に照会

したところ、入社日と被保険者資格の取得日とが、数か月から１年程度の相違

が生じている者が複数あり、その理由について、試用期間があったことによる、

当時は従業員の出入りが激しく、事業主が従業員の勤務状況を勘案して社会保

険の手続をしていたことによると思うと供述しており、また、被保険者になる

前については、厚生年金保険料の控除は無かったと思うと供述している。 

さらに、上記被保険者名簿に欠番は無く、社会保険事務所（当時）の記録に

不自然な点は見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11007 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月 28日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に

は、昭和 37 年４月末日まで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 37年４月末日をもってＡ社を退職したとしている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、

同社は昭和 37年４月 28日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申

立期間は適用事業所となっていない。 

また、Ａ社の事業主は既に死亡しているため、事業主の妻に申立人の勤務状

況等を照会したが、明確な記憶が無く、申立人の申立期間における勤務状況等

を確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿から複数の従業員に申立人の申立期間当時の状況

を照会したが、いずれの者も明確な記憶が無く、申立人の申立期間における勤

務を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

 東京厚生年金 事案 11008 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年２月 11日から同年６月８日まで 

             ② 昭和 42年 12月１日から 43年４月 10日まで 

             ③ 昭和 47年８月１日から 48年４月 16日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、すべての申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。同社には、各申立期間も勤務していたのは確かなので、厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、Ａ社の複数の従業員の供述により、申立人が

両申立期間に同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 42 年２月 11 日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなり、43年４月 10日に再度適用事業所とな

っていることから、両申立期間は適用事業所となっていないことが確認でき

る。 

また、Ａ社の複数の従業員に照会したが、いずれの従業員も両申立期間に

係る厚生年金保険料の控除について明確な記憶が無い。 

申立期間③について、申立人は、当該期間もＡ社に継続して勤務していた

と主張している。 

しかしながら、Ａ社の複数の従業員は、申立人が当該期間に勤務していた

ことを記憶していない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の昭和 47年８月

１日の被保険者資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）が同年８月 28

日に受付したことが確認できる。 

さらに、すべての申立期間について、Ａ社の事業主に照会したが、回答は



 

無く、申立人の当該期間に係る勤務状況及び厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11012 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年８月１日から７年５月 20日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保

険の標準報酬月額が事実と相違しているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった

平成７年５月 20 日より後の同年６月５日付けで、申立人の申立期間の標準報

酬月額は、当初５年８月から６年９月までは 38万円、同年 10月から７年４月

までは44万円と記録されていたものが、５年８月から６年10月までが８万円、

同年 11 月から７年４月までが９万 2,000 円にさかのぼって減額処理されてい

ることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本によれば、申立期間当時から現在に至るまで、

申立人は同社の代表取締役であることが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社における社会保険関係の手続は自身が行い、申立期間

当時に社会保険料の滞納があり、社会保険事務所（当時）に何回も呼び出され

て督促を受けていた旨供述しており、さらに、従業員の一人は、代表取締役で

ある申立人から、経営悪化のため同社を厚生年金保険の適用事業所でなくなる

手続をし、被保険者資格を喪失させる旨の説明があった旨供述している。 

加えて、オンライン記録では、上記喪失処理と申立人に係る標準報酬月額の

減額処理が同じ平成７年６月５日付けで行われていることが確認できること

から、Ａ社の代表取締役であった申立人が関与せずに、社会保険事務所におい

て、標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を

負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正の無効を主



 

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標

準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 11013 

 

第 1 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年３月２日から 41年５月 25日まで 

                          ② 昭和 42年６月１日から 44年８月 25日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務していた

申立期間②について、厚生年金保険の加入記録が無い。両社に勤務していた

ことは確かなので、各申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社の社長の下で運転手兼雑用係として

勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録によると、厚生年金保険の適用事業所と

なった記録が確認できない。 

また、商業登記簿謄本からも事業主の所在が把握できないことから、事業

主から申立人に係るＡ社での在籍状況及び厚生年金保険の取扱状況につい

て確認することができない。 

さらに、申立人は、当該期間当時におけるＡ社の上司や同僚を記憶してお

らず、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等の事実

が確認できず、申立人は、実際に勤務していた期間及び給与からの厚生年金

保険料の控除についても覚えていないとしている。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及び収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

２ 申立期間②について、申立人は、申立期間②当時、Ｂ社において建築建具

の製造と取付調整を行っていた旨申し立てており、従業員３人が申立人を記

憶している旨供述していることから判断して、申立人は、勤務の期間は特定

できないものの、申立期間②当時、Ｂ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ｂ社の代表者は既に死亡している上、現在のＣ社は申立期間②当

時の申立人に関する在籍記録等の資料は無いと回答していることから、申立

人の申立期間②における勤務状況及び厚生年金保険の取扱状況について確

認することはできない。 

また、複数の従業員及びＣ社の代表者は申立人と同種の業務に従事してい

た従業員について複数の氏名を挙げたが、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿

で当該氏名をいずれも確認できず、同社では、必ずしも従業員全員を厚生年

金保険に加入させていたわけではないことが確認できる。 

さらに、Ｂ社に係る上記被保険者名簿に申立人の氏名は記録されておらず、

健康保険被保険者証番号は連続しており欠番が無いことから、不自然な点は

見当たらない。 

加えて、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人には具体的な記憶が無く、申立てに係る事実をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及び収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


